
｢見

聞

諸

家

紋
｣
群

の
系

譜

は
じ
め
に

一

既
発
表
の
論
文

及
び

そ
の
概
要

い
､

｢安
斎
随
筆
｣
｢群
書
備
考
｣
｢見
聞
諸
家
紋
考
｣
｢
日
本
紋
章
学
｣

づノ＼し

ろ
､

｢見
聞
諸
家
紋
に
つ
い
て
｣
｢紋
蓋
｣

は
､

室
町
幕
府
文
書

｢見
昔
諸
家
文
｣

も
ん

も
ん

も

ん

二

｢見
葺

諸
家
文

｣

｢見
聞

諸
家
紋
｣
群
28
冊
の
統
計
学
的
解
釈

三

指
定
9
項
目
の

一
次
評
定

四

系
譜
の
概
要

(｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
系
譜
図
表
)

五

指
定
9
項
目
の
二
次
評
定

(｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
28
冊
の
各
本
毎
に
論
評
を
行
う
)

お
わ
り
に

秋

田

四

郎

T
]
ん

～
'
-
～

本
来
は
､
室
町
幕
府
文
書
｢

見

葦

諸
家
文
｣
を
祖
本
と
す
る
写
本
群
で
､
｢国
書
紘

目
録
｣
｢古
典
籍
総
目
録
｣
｢叢
書
総
目
録
｣
に
よ
る
と
現
在
27
冊
の
写
本
群
が
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
所
在
を
調
査
し
た
所
､
｢国
書
総
目
録
｣
に
記
載
の
丸
山
文
庫
本
が
散

逸
し
て
い
る
だ
け
で
､
26
冊
の

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
が
現
存
L
t
｢
三
目
録
｣
に
末

記
載
の
2
本
が
無
窮
会
図
書
館
に
あ
る
｡

.

こ
れ
ら
28
冊
に
つ
い
て
､
先
学
の
論
文
を
弁
え
'
論
考
を
進
め
た
い
｡

12

既
発
表
の
論
文

及
び

そ
の
概
要

＼

ヽ
し

｢安
斎
随
筆
｣
｢群
書
備
考
｣
｢見
聞
諸
家
紋
考
｣
｢日
本
紋
章
学
｣

は
じ
め
に

T=
ん
も
ん

｢
見

聞

諸
家
紋
｣
は
､
｢辞
書
類
集

巻
四
百
甘
四

武
家
部

甘
五

見
聞
諸

家
紋
｣
に
採
録
さ
れ
て
良
-
知
ら
れ
､
日
本
最
古
の
紋
帳
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
､

｢見
葺
諸
家
文
｣
系
に
つ
い
て
は
見
る
べ
き
論
文
は
無
-
､
｢永
正
本

見
聞
諸

家
紋
｣
の
写
本
者
立
雪
斉
に
つ
い
て
'
｢安
斎
随
筆
｣
に

｢立
雪
斉
ハ
安
芸
毛
利
家

ノ
人
繁
揮
氏
也
昔
時
ノ
故
実
也
｣
と
あ
り
'
26
本
無
窮
会
聞
本
の

｢後
書
｣
及
び

｢見
聞
諸
家
紋
考
｣
が
こ
れ
を
引
用
L
t
17
本
安
斎
本
の
後
書
に
は

｢布
引
雪
斉
｣

と
書
か
れ
て
い
る
｡
典
拠
を
確
認
で
き
な
い
が
本
論
文
は
繁
揮
立
雪
斉
を
使
用
す
る

も
の
と
す
る
｡

｢群
書
備
考
｣
に
は
石
村
貞
が
'
｢そ
の
紋
章
の
正
否
往
々
に
し
て
疑
わ
れ
て
い



る
｣
と
伝
聞
を
記
し
て
い
る
｡

｢
日
本
紋
章
学
｣

☆

汁
if
15
㊥
BB
罫
瑚
罰

に
は
沼
田
頼
輔
が
'
｢
見
聞
諸
家
紋

は
印
行
の
際
､
心
無
き
葺
工
の
た
め
に
'
紋
章
の
形
状
は
'
当
代
の
風
に
改
作
せ
ら

れ
て
'
真
を
伝
ふ
る
も
の
少
な
し
と
い
ヘ
ビ
も
'
紋
章
の
根
本
的
形
状
に
は
､
尚
加

工
せ
ざ
-
L
が
故
に
､
先
づ
東
山
時
代
の
形
態
を
伝
え
た
る
も
の
と
見
て
不
可
な
か

る
べ
し
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

筆
者
は
'
28
冊
の
家
紋
を
総
見
す
る
に

｢
そ
の
所
載
す
る
紋
章
2-1
紋
中
'

捕
番

｢
諏
訪
氏
紋
｣
に
の
み
明
ら
か
に
誤
紋
が
存
在
す
る
も
'
2-0
枚
は
家
紋
の
変
遷
や
写

本
者
の
立
場
な
ど
を
現
し
て
､
史
料
的
価
値
は
高

い
｣
と
す
べ
き
も
の
と
思
考
す
る

立
場
に
あ
る
｡

そ
も
そ
も
家
紋
は
'
家
に
定
紋

･
替
紋

･
緊
紋

･
幕
紋

･
乱
れ
紋
そ
の
他
の
別
が

あ
-
'
沼
田
頼
輔
は
学
士
院
恩
賜
賞
の

｢
日
本
紋
章
学
｣
に
､
秀
吉
の
桐
は
'
陣
羽

級
-
紋
に
用
い
た

｢
五
三
之
桐
｣
の
ほ
か
に

一
五
種
類
の

｢桐
｣
が
あ
-
'
又
'
家

紋
に
は
時
代
的
変
遷
も
あ
る
事
を
論
じ
て
い
る
｡

例
え
ば
'
複
雑
紋
で
あ
る
1-5
番
多
田

｢
獅
子
牡
丹
｣
の
紋
型
は
､
紋
意
が
牡
丹
と

獅
子
に
あ
-
'
｢価
陀
釈
迦

(牡
丹

･
神

･
王
)
に
仕
え
守
る
悌
母
麻
耶

(獅
子

･

守
護
神
)
｣

せ
せ
淋

-
Ej
潮
o)
Ⅱ
Jt
妊
婦

･
薙
弾
詞
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を
意
味
し
､
江
戸
時
代
よ

-
以
前
は
､
紋
意
に
基
づ
き
獅
子
の
表
情
が
柔
和
で
あ
る
事
が
特
徴
で
あ
る
｡

徳
川
氏
が
猛
々
し
い
獅
子
の
紋
様
を
日
光

エ
ロ同
野
山
の
廟
堂
に
用
い
世
に
流
行
す

る
事
に
な
る
が
'
こ
の
場
合
は
紋
意
が
異
な
-
'
或
は
紋
意
の
忘
却
で
あ
ろ
う
か
'

｢勇
猛
な
る
も
の
｣
を
現
し
て
い
る
｡

牡
丹
は

｢
二
菅
三
花
｣
か
ら

｢
一
書

〓
化
｣
ま
で
変
化
す
る
｡
何
れ
も
家
紋

｢
獅

子
牡
丹
｣
で
あ
る
｡

簡
単
紋
で
あ
る
1-6
番
諏
方
神
家

｢
三
乗
梶
｣
は
'
｢
見
葦
諸
家
文
｣

の
写
実
的
な

I.
i･

も
の
か
ら
現
在
の
幾
何
学
的
な
も
の
に
ま
で
変
化
す
る
｡
紋
の
大
部
分
が
簡
単
幾
何

化
し
､
ま
た

一
部
は
華
麗
幾
何
化
す
る
事
は
洋
の
東
西
を
と
わ
な

い
L"
ま
た
同
時
代

で
も
画
型
の
細
部
が
異
な
る
事
も
あ
る
っ

従

っ
て
､
｢紋
章

の
正
否
｣
を
言
う
に

｢
写
し
画
の
細
部
の
同
否

一
を
以
て
す
る

の
は
'
日
本
の

｢紋
章
学
｣
の
た
め
に
'
真
に
､
残
念
と
言
う
よ
り
他
は
な
い
｡

沼
田
頼
輔
は
'
｢
日
本
紋
章
学
｣
の
日
本
の
当
時

(大
正
15
年
)
の
現
状
に
つ
い

て

｢
国
民
の
家
紋
に
関
す
る
知
識
は
極
め
て
幼
稗
に
し
て
そ
の
名
称
す
ら
こ
れ
を
知

ら
ざ
る
も
の
あ
る
に
至
る
｡

崖
慨
嘆
に
堪
ふ
ぺ
け
ん
や
｣
と
述
べ
た
が
'
現
在
の
国

民
の
紋
に
関
す
る
知
識
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

紋
章
の
研
究
に
は

｢紋
章
学
｣
を
知
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
と
思
考
す
る
も
の
で

あ
る
｡

13

ろ
､

｢見
聞
諸
家
紋
に
つ
い
て
｣

･

｢紋
壷
｣

小
泉
宜
右
は
'
昭
和
44
年

岩
崎
小
弥
太
博
士
頒
寿
記
念
会
編

『
日
本
史
籍
論

集
』
下
巻
に

｢見
聞
諸
家
紋
に
つ
い
て
｣
と
い
う
論
文
を
発
表
し
'
更
に
嗣
永
芳
照

は

'

昭

和

51

年

百
年
社
か
ら
'
新
井
白
石
が
書
い
た

｢紋
蓋
｣
に

｢解
説
｣
を
付

し
た
冊
誌
を

｢紋
蓋
｣
と
し
て
発
表
し
'
小
泉
宜
右
の
論
文
を
敷
宿
し
新
解
釈
を
進

め
た
｡

小
泉
宜
右
は
､
｢見
葦
諸
家
文
｣
｢
見
聞
諸
家
文
｣
に
採
録
さ
れ
た
武
家
名
に
着
目

L
t
そ
の
諸
家
紋
の
大
部
分
を
見
聞
し
収
集
し
た
時
期
を
'
騒
乱
初
期
三
年
以
内
で

｢応
仁
之
乱
｣
中

文
明
二
年

一
四
七

〇
八
月
四
日
以
前
で
あ
る
と
結
論
し
て
､



｢応
仁
之
乱
｣

一
四
六
七
-
に
際
し
東
西
両
軍
を
識
別
す
る
た
め
に
'
室
町
幕
府
評

′′

定
所
が
編
纂
し
た
紋
帳
で
あ
る
事
を
論
証
し
た
｡

嗣
永
芳
照
は
'
編
纂
主
任
者
を
代
々
の
幕
府
政
所
代

蟻
川
親
元

一
四
三
三

～

一
四
八
八
で
あ
ろ
う
と
'
採
録
さ
れ
た
武
家
名
か
ら
詳
細
に
解
釈
し
た
が
'
特
に
､

紋
家
名

｢伊
勢
貞
親

･
蛭
川
｣
の
書
き
方
に
注
目
し
た
事
は
示
唆
に
富
む
｡

し
か
し
な
が
ら
'
親
元
は
'
仕
え
た
政
所
執
事

伊
勢
貞
親
が
乱
の
前
年
文
正
元

年

一
四
六
六

九
月
失
脚
し
て
'
黒
衣
の
宰
相
と
言
わ
れ
た
相
国
寺
李
竣
ら
と
共
に

近
江
に
逃
れ
'
騒
乱
の
初
期
､
応
仁
元
年

一
四
六
七

か
ら
文
明
二
年

一
四
七

〇

の
三
年
間
は
両
人
共
に
在
京
し
て
い
な
い
｡
以
後
'
貞
親
の
毅
す
る
文
明
五
年

一

四
七
三

ま
で
近
江
に
陰
棲
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

乱
中
､
評
定
所
に
縮
小
さ
れ
て
い
た
政
所
の

一
切
'
特
に
軍
事
に
関
し
て
は
管
領

細
川
勝
元
の
裁
量
下
に
あ

っ
た
と
思
考
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
管
領
細
川
勝
元
が
執
事
伊
勢
貞
親
を
追
放
し
た
に
し
て
も
'
歴
代
の
政

所
職

･
政
所
代
職
で
あ
る
伊
勢

･
堆
川
両
家
の
者
全
て
を
追
放
し
た
わ
け
で
は
な
い

か
ら
､
近
江
に
い
た
両
名
は

｢見
葦
諸
家
文
｣
の
編
集
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
又
助
言

し
て
い
た
と
考
え
る
事
が
出
来
る
｡

乱
の
概
ね
治
ま

っ
た
文
明
五
年

1
四
七
三

一
月
'
貞
親
が
若
狭
で
簸
し
た
後
帰

京
し
た
親
元
は
'
八
月
四
十

一
才
で
'
政
所
執
事

伊
勢
貞
宗
の
政
所
代
に
な
り
'

そ
の
後
'
幕
府
文
書
の
整
理
や
守
護
と
の
交
渉
な
ど
に
当

っ
た
が
'
｢見
葦
諸
家
文
｣

に
再
び
関
わ

っ
た
も
の
と
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

従

っ
て
､
編
纂
指
示
者

管
領
細
川
勝
元
の
も
と
'
諸
家
紋
の
収
集

･
編
集
は
'

応
仁
之
乱
の
初
期
に
終
わ
り
'
諸
将
に
配
布
し
た
り
写
さ
せ
た
り
も
さ
せ
た
事
で
あ

ろ
う
｡
そ
し
て
'
新
た
に
執
筆
し
た
か
ど
う
か
を
別
に
し
て
'
評
定
所
に
あ

っ
た
或

は
数
編
の

｢見
葦
諸
家
文
｣
を
最
終
的
な
整
理
に
あ
た
-
'
祖
本

｢見
葦
諸
家
文
｣

と
し
た
者
を
政
所
執
事
代

蛙
川
親
元
と
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
考
察
す
る
も
の

で
あ
る
｡

細
川
家
は
歴
代
の
管
領
家
で
あ
り
､
伊
勢
家
蟻
川
家
は
共
に
幕
府
の
有
職
故
実
家

に
し
て
､
尊
氏
時
代
以
来
深
い
姻
戚
関
係
に
あ
-
､
和
歌
を
良
-
L
t
又
'
書
を
噂

む
家
で
あ

っ
た
｡

小
泉
宜
右
は
'
10
冊
の

｢見
葦
諸
家
文
｣
｢見
聞
諸
家
紋
｣
を
論
の
対
象
と
し
て

い
る
が
'
自
ら

｢時
間
不
足
の
た
め
'
各
写
本
の
厳
密
な
対
校
も
せ
ず
'
き
わ
め
て

雑
駁
な
論
述
に
終
始
し
て
し
ま

っ
た
が
｣
と
後
書
き
し
た
が
'
｢
二
㌧
写
本
の
系
統
｣

の
解
釈
の

一
部
に
誤
が
あ
り
本
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
い
｡

嗣
永
芳
照
は
､
17
冊
の

｢見
葦
諸
家
文
｣
｢見
聞
諸
家
紋
｣
を
論
の
対
象
と
L
t

紋
の
画
型
の
異
同
を
論
じ
'
写
本
群
の
系
譜
を
書
い
て
い
る
が
'
自
己
初
見
の

｢白

石
本
｣
の
椅
麗
さ
に
陶
酔
し
て
本
質
を
見
逃
し
た
所
が
あ
-
'
画
型
の
古
今
に
わ
た

る
変
遷
の
基
本
的
解
釈
を
付
加
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
'
10
本

｢白
石
本
｣

を
最
善
本
と
す
る
系
譜
に
は
賛
同
し
兼
ね
る
点
が
あ
る
｡

小
泉
宜
右
は
'
｢各
本
間
に
も
紋
様
の
相
違
が
甚
だ
し
く
､
紋
の
正
否
に
つ
い
て

は
疑
義
が
存
す
る
も

(正
否
の
論
証
が
無
-
自
ら

｢紋
章
学
に
つ
い
て
は
全
-
の
門

外
漢
で
あ
る
｣
と
言
っ
て
い
る
か
ら
'
｢石
村
貞
説
｣
を
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
)

な
お
室
町
時
代
研
究
の

一
材
料
と
し
て
利
用
し
得
る
｣
と
消
極
的
に

｢室
町
時
代
研

究
の

一
材
料
｣
と
述
べ
'
嗣
永
芳
照
は
'
｢歴
史
的
に
精
確
な
図
形
が
要
求
さ
れ
る

紋
章
の

一
々
が
図
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
'
本
書
が
最
も
古
-
'
そ
の
史
料

的
価
値
に
比
肩
す
る
存
在
は
他
に
な
い
｡
そ
れ
故
本
書
は
'
広
-
は
武
家
故
実
'
殊

に
は
家
紋
の
研
究
に
不
可
欠
の
史
料
｣
と

｢殊
に
は
家
紋
の
研
究
に
不
可
欠
｣
と
広

14



義
に
積
極
的
に
述
べ
て
い
る
｡
紋
様
の
意
義

･
画
型
の
時
代
的
変
遷
を
考
慮
す
れ
ば
'

本
論
文
は

｢小
泉
宜
右
の
説
｣
を
捨
て

｢嗣
永
芳
照
の
説
｣
に
組
す
る
｡

な
お
へ
経
見
す
る

｢見
聞
諸
家
紋
｣
に
よ
っ
て

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
に
対
す
る
見

解
に
差
異
が
生
じ
る
事
は
'
本
論
文
の
系
譜
を
も

っ
て
明
か
と
な
る
が
'
従

っ
て
､

｢足
尾
を
以
て
象
を
論
じ
る
｣
の
誤
を
冒
さ
な
い
事
が
大
切
で
あ
る
｡

幕
府
名
門
の
作
と
言
う
に
相
応
し
い
｡

本
論
文
は
､
1
本

｢佐
々
木
本
｣
が
最
も
古
型
を
保
持
し
祖
本
室
町
幕
府
文
書

｢見
茸
諸
家
文
｣
を
忠
実
に
写
本
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
察
す
る
立
場
に
あ
る
｡

二

｢見
葺
諸
家
文
｣
｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
28
冊
の
統
計
学
的
解
釈

は
､

室
町
幕
府
文
書

｢見
葺
諸
家
文
｣

小
泉
宜
右

･
嗣
永
芳
照
の
論
文
は
'
｢見
葦
諸
家
文
｣
｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
理
解
に

一
時
期
を
画
す
る
も
の
で
あ
-

｢編
集
時
期

･
編
者
｣
を
論
じ
た
が
､
こ
れ
は
12
本

｢書
陵
部
松
岡
本
｣
の
写
本
原
本

｢右
稿
本
｣
に

｢足
利
将
軍
時
代
於
干
評
定
所
改

之
書
額
是
｣
と
し
て
既
に
記
述
し
て
い
た
も
の
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
り
'
い
ず
れ

も
祖
本

｢見
葦
諸
家
文
｣
が
室
町
幕
府
文
書
で
あ
る
と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
｡

幕
府
が
正
式
に
将
軍
磨
下
の
諸
氏
に
､
書
面
を
も

っ
て
家
紋
の
提
出
を
求
め
た
も

の
で
あ
っ
た
ら
'
｢見
葦
諸
家
文
｣
の
文
書
名
は

｢東
山
殿
諸
家
文
｣
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
室
町
幕
府
文
書
と
い
う
に
は
些
か
拙
速
の
諸
-
を
弁
え
た
の
で
あ
ろ
う

か
'
｢見
葺
｣
の
語
を
標
題
に
付
し
て

｢兵
馬
佳
惚
の
間
に
見
た
-
聞
い
た
-
し
て

書
い
た
｣
も
の
で
あ
る
と
い
う
言
い
訳
を
し
た
と
推
測
す
る
｡

な
お
補
足
す
る
と
へ
｢見
葦
諸
家
文
｣
の

｢葺
｣
は
'
音
が

｢も
ん
｣
訓
が

｢き

-
｣
で
'
｢孔
子
廟
堂
碑
々
文
｣
の
他
に
使
用
例
は
無
-
*
埴
JII淋
髄

t
喝
轟
油
'

評
定
所
は

｢見
聞
｣
の
意
味
の
軽
さ
に
対
し
て
幕
府
文
書
と
し
て
の
重
み
を
加
え
る

た
め
に
'
敢
え
て
'
難
漢
字

｢葦
｣
を
使
用
し
た
も
の
と
思
考
さ
れ
る
｡
さ
す
が
'

小
泉
宜
右

･
嗣
永
芳
照
の
論
文
は
'
二
者
と
も
に

｢見
聞
諸
家
紋
群
の
系
譜
｣
に

つ
い
て
の
論
証
が
不
十
分
で
あ
り
'
そ
の
た
め
に
誤
る
所
が
存
在
し
て
い
る
｡

誤
-
を
生
じ
た
原
因
が
各
本

･
各
紋
の
対
校
に
よ
っ
て
系
譜
を
見
出
だ
そ
う
と
す

る

｢正
攻
論
法
で
あ
る
直
接
法

多
三
段
論
法
｣
に
よ
っ
た
点
に
あ
る
と
思
考
す
る

が

'

一
冊
に
約
2-1
枚
の
写
本
28
冊
延
べ
約
七
三
〇
〇
枚
を
総
見
す
る
に
'
実
は
写
本

者
は
'
忠
実
に
写
本
し
た
も
の
と
'
善
本
と
判
定
し
た
原
本
を
中
心
に
経
見
し
た
慕

紋
の
画
型
を
参
考
と
し
な
が
ら
'
自
身
が
最
善
と
す
る
写
本
を
完
成
し
た
形
跡
が
認

め
ら
れ
る
も
の
と
が
あ
る
｡

従

っ
て
'
次
第
に
解
説
や
紋
が
増
え
'
画
型
が
変
遷
L
へ

一
部
に
他
本
の
紋
が
混

同
L
t
和
紙

1
枚
の
紋
順
は
同
じ
で
あ
る
が
へ
誤
綴
に
よ
-
全
体
の
紋
順
が
異
な
る

も
の
も
生
じ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
を

｢正
攻
論
法
で
あ
る
直
接
法
｣
に
よ
る
と
'
論
理
の
薮
の
中
に
入
る
｡

薮
の
中
に
入
る
の
を
避
け
る
に
は
'
大
局
的
に
見
る

｢迂
回
論
法

間
接
法
｣
を

用
い
る
他
は
な
い
｡

画
型
に
諸
要
素
の
混
在
す
る
標
本

(紋
帳

･
画
型
)
群
の
似
否

(系
譜
)
の
判
定

を
す
る
た
め
に
'
｢間
接
法

帰
納
論
法
を
用
い
る
統
計
学
的
方
法
｣
で
あ
る
'
指

標

(パ
ラ
メ
ー
タ
ー
)
群
に
よ
る
似
否
の
判
定
法
を
用
い
る
｡

1 5



写
本
群

｢見
葦
諸
家
文
｣
｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
28
冊
が
､
室
町
幕
府
評
定
所
編
集

の
祖
本

｢見
茸
諸
家
文
｣
に
対
す
る
系
列
及
び
作
成
時
期
を
検
討

･
考
察
を
す
る
の

便
に
供
す
る
た
め
､
｢指
標
｣
と
し
て
次
の
評
定
指
標
項
目
を
用
い
る
｡

帰
納
論
法
を
周
い
る
統
計
学
的
方
法
で
は
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
良
否
が
判
定
の
成
杏

を
左
右
す
る
事
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

①

将
軍
家
三
枚
の
表
記
と

｢御
紋
由
緒
｣
と

｢解
説
｣
な
ど
の

｢冒
頭
形
式
｣
新

旧
何
れ
か
｡

②

総
枚
数

･
総
家
数
｡
紋
順
の
型
｡
5
番
桧
皮
菱

･
武
田
菱

･1-5番
岩
田
氏
紋

･

2-2番
折
疋
氏
紋
の
有
無

(紋
番
は
'
｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
28
冊
の
通
し
番
号
で
､

一
本
の
順
に
よ
-

｢
二
引
領
｣
紋
を
1
番
､
桧
皮
菱
紋
と
武
田
菱
紋
を
同
五
番

と
し
､
抜
紋
を
含
み
最
終
石
井
氏
紋
を
2-1
番
に
､
紋
家
名
番
は
'
将
軍
家
を
1

番
と
し
'
抜
紋
家
を
含
み
最
終
石
井
氏
を
棚
番
と
す
る
)
何
れ
か
｡

③

名
16
番
吉
見
氏
の
表
記
が
肉
太
大
書
の

｢吉
｣
と
､
｢吉
見
｣
の
何
れ
か
｡

④

22
番
設
楽
30
番
楠

2-2番
宇
津
木
2-2
番
若
槻
1-9

･
1-0
番
大
河
戸
の

｢墳
墨
菊
紋
｣

の
弁
数
が
16
弁
と
少
数
弁
の
何
れ
か
｡
大
河
戸
氏
の
2-1
番

｢縁
取
-
菊
紋
｣
は

古
型
と
新
型
の
何
れ
か
｡

⑤

36
番
長
禰
1-5
番
多
田
1-6
番
諏
方
の
画
型
が
正
誤
何
れ
か
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
｢鷹
羽
紋
｣
が
古
型
か
江
戸
型
の
何
れ
か
｡

⑦

捌
番
安
部
の
桐
花
数
は

｢乱
れ
五
五
｣
と

｢
五
五
｣
と

｢
五
七
｣
の
何
れ
か
｡

⑧

古
型
画
法

｢填
墨
紋
｣
が
主
体
の
紋
帳
と
新
型
画
法

｢縁
取
紋
｣
が
主
体
の
紋

帳
の
何
れ
か
｡

⑨

画
型
の
秀

･
優

･
良

･
可
の
判
定
｡
｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
と
の
関
係
そ
の
他
｡

以
上
の
比
較
的
に
知
ら
れ
判
定
し
易
い
9
項
目
を
評
定
す
る
も
の
と
す
る
｡

三

指
標
9
項
目
の

一
次
評
定

28
冊
の
写
本
群
の

｢項
目
9
評
定
｣
第

l
次
評
定
は
､
項
目
毎
の
単
純
記
述
で
大

量
と
な
-
紙
数
の
徒
費
と
な
る
の
で
省
略
す
る
が
､
自
ず
か
ら
'
混
交
し
て
い
た
各

評
定
項
目
の
玉
石
が
ウ
ェ
イ
ー

(荷
重

･
重
み
)
の
差
と
し
て
判
明
し
て
-
る
｡

ウ
ェ
イ
ー
第

一
は
②
紋
順
で
､
写
本
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
が
で
き
､
ウ
ェ
イ
ー
第
二

は
①
冒
頭
様
式
で
'
写
本
の
グ
ル
ー
プ
及
び
写
本
の
古
新
の
系
譜
を
序
列
化
し
､
吹

第
に
他
の
項
目
の
ウ
ェ
イ
ー
は
平
滑
化
L
t
そ
れ
ら
が
系
譜
の
序
列
化
を
裏
付
け
る
｡

第

一
次
評
定
に
よ
-
序
列
化
し
た
系
譜
に
基
ず
き
'
先
ず
､
誘
導
さ
れ
た
系
譜
の

概
要
を

｢系
譜
の
概
要
｣
で
述
べ
系
譜
を
措
き
'
｢指
標
9
項
目
の
二
次
評
定
｣
で

各
紋
本
の
第
二
次
評
定
を
論
じ
て
誘
導
さ
れ
た
系
譜
の
解
説
を
行
う
｡

16

四

系
譜
の
概
要

最
も
古
型
を
保
持
し
､
失
わ
れ
た
祖
本

｢見
葦
諸
家
文
｣
を
忠
実
に
写
し
た
と
推

定
さ
れ
る
の
は
､
1
本
佐
々
木
本
で
あ
る
｡
や
や
拙
写

･
拙
画

･
拙
筆
で
あ
る
点
は

許
容
さ
れ
よ
う
｡

1
本

｢佐
々
木
本
｣
は
､
｢佐
々
木
本
紋
順
｣
で
編
集
さ
れ
'
画
型
は
主
と
し
て

｢古
型
画
法
填
塁
紋
｣
で
描
か
れ
て
い
る
｡

｢佐
々
木
本
紋
服
｣

･
｢古
型
画
法
填
塁
紋
｣
主
体
の
も
の
は
7
枚
本
あ
-
､
1

本

｢佐
々
木
本
｣
及
び
1
本
そ
の
も
の
の
写
本
3
枚
本
､
そ
の
他
系

｢見
葦
諸
秦

文
｣
5
本

｢内
閣
葦
本
｣
と
､
｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
文
｣
で
あ
る
6
本

｢神



宮
本
｣

･
7
本

｢東
大
本
｣
で
t.
こ
れ
ら
7
紋
本
は
祖
本
室
町
幕
府
文
書

｢見
茸
諸

家
文
｣
の
古
型
を
良
-
保
持
し
て
い
る
も
の
と
考
察
さ
れ
る
｡

6
本

｢神
宮
本
｣

以
下
の

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
は

｢永
正
本
｣
と
称
し
､
6
本
神

宮
本
か
ら
9
本
｢

蛙
川
本
｣

ま
で
の
4
枚
本
は
'
集
わ
れ
た

｢永
正
本
｣
の
原
本

｢立
雪
斉
自
筆
本
｣

の
古
型

を
良
-
保
持
し
て
い
る
と
考
察
さ
れ
る
｡

こ
れ
ら
4
枚
本
は

後
廿
が
三
字
で
'
う
ち
3
本
に
は

｢下
書
了

(-
だ
し
が
さ
お

わ
ん
ぬ
)
｣
と
あ
-
､
｢永
正
本
｣

の
原
本

｢立
嘗
斉
自
筆
本
｣
に
は
'
後
書
に

｢立

雪
斉
下
書
了
｣
と
書
か
れ
て
い
た

と
推
察
さ
れ
る
0

8
本

｢静
嘉
堂
本
｣
と
9
本

｢蛙
川
本
｣
は
同
じ
誤
綴
が
あ
り

｢蟻
川
本
校
順
｣

と
な
る
｡

9
本

｢堆
川
本
｣
か
ら
画
型
が

｢新
型
画
法
縁
取
紋
｣
主
体
で
描
か
れ
る
19
枚
本

が
あ
-
､
後
書
が

｢立
雪
斉
下
書
了
｣
と
書
か
れ
ず
､
10
本

｢白
石
本
｣
か
ら
の

｢立
雪
斉
書
了

(か
き
お
わ
る
)
｣
と
書
か
れ
る
8
枚
本
と
､
17
本

｢安
斎
本
｣
か

ら

｢イ
本
｣
系
と
称
さ
れ

｢立
雪
斉
下
書

(し
た
が
き
す
)｣
と
書
か
れ
て
い
た
11

枚
本
と
に
分
類
さ
れ
る
｡

｢立
雪
斉
書
了
｣
本
は
'
｢埠
川
本
紋
順
｣
の
も
の
6
枚
本
と

｢昌
平
坂
紋
順
｣

の
2
枚
本
と
に
分
類
さ
れ
'
｢イ
本
｣
系

｢立
寄
斉
下
書
｣
本
は
‖
紋
本
と
も
に

｢安
斎
本
紋
順
｣
で
あ
る
｡

祖
本
室
町
幕
府
文
書
｢見
茸
諸
家
文
｣
の
冒
頭
に
特
筆
さ
れ
る
将
軍
家
｢御
杖
由
緒
｣

｢桐
者
根
本
安
家
之
文
也
而
八
幡
殿
貞
任
御
退
治
以
後
御
上
活
之
時
依
被
願
申
下

賜
此
桐
文
｣

は
紋
本
の
古
新
に
従
っ
て
4
種
の
冒
頭
様
式
に
変
化
し
て
い
る
｡

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
28
冊
の
系
譜
を
示
せ
ば
'
図
-
1
の
通
り
で
あ
る
｡

図
-
1

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
の
系
譜

見
着
純
音
文
一.r):壬

1
佐
々
木
本

(岩
葡
文
産
･)

見
聞

諸
家
文
)5
10

大
学
氏
本

立
雪
斉
自
筆

本

見
聞
諸
家
紋

8
静
義
堂
本

見
聞
諸
家
紋

9
権
川
本

室
町
幕
府
文
書

〓75頃

見
奇
相
日豪
文

祖
本

見
寿
諸
家
文

2
昌
平
半
本

(公
文
書
館

1
5
7
･
N
2
)
)

3
無
窮
会
茸
本

(血
窮
会

図

書

館

見
茸
諸
家
文

4
間
谷
本

(公
文
書
館

-
当

に

三

見
壬
諸
家
文

5
内
閣
古
本

(公
文
書
館

1
r17∴
236)

見
聞
諸
家
文

下
書
7
本

写
不
-

-
神
宮
本

見
聞
諸
家
文
見
聞
諸
家
文

彰
考
館
本
｣
-
7
東
大
本

(神
宮
文
庫
)

丁
曹
之
本

(
東

大
史
料
編
纂
所
)

下
昏
7
本

埴
川
本
紋
服

(静
養
堂
文
庫

13
7
6
T
T
80
･
F;)

下
書
了
本

梅
川
本
紋
順

(岩
瀬
文
庫

9
8
･
3
2
)

I
tr)69
-
17
9
9

技
量

全

蟻
川
本
校
順

10
白
石
本

(昏
陵
部

194
･
5
)

見
聞
詩
家
紋

境
川
本
校
順

11
享
保
19
年
木

(公
文
書
館

】5
7
･7
)

27
享
保
19
年
本

(大
東
急
記
念
文
庫
)
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右
稿
本

(古
蛙
川
本
を
-
佐
々
木
本
及
び
イ
本
と
校
合
)

12
松
岡
本

(書
陵
部
松
岡
本

2
3
8
･6
))

e
東
山
殿
本

(国
会
図
書
館
東
山

殿

紋

帳

は

･5
)
】8
0
9

14
類
従
本

(群
書
類
従
武
家
部
廿
五
)

版
木
本

公
文
書
館

･
国
会

･
慶
応
大

･
無
窮
会

･
静
嘉
堂

〔
西
歴
は
写
本
年

〕

.
=I

見
聞
諸
家
紋

昌
平
坂
紋
収

15
岩
瀬
聞
本

(岩
瀬
文
庫

9
8
･Jt())

16
田
中
本

(公
文
書
館

15
7
･23
8
)

見
聞
詣
家
紋

安
膏
本
校
順

r=7
安
斉
叢
番
四

(
つ
-
ば
大
図
番
館
)

18
神
風

･
安
斉
業
者
二
凶

(公
文
書
館

19
安
常
葉
脊
二
五

(国
会
図
書
館

20
同

(津
山
郷
土
館
)

21
安
斉
葉
書
二
六

(公
文
書
館

t
∝
)()

178
8

2

18
-2
6
)

ゆ
2
7･
Jt
)

t5
3
･2
7
9)

22
大
尾
本

(無
窮
会
図
書
館

L3
3
9
0
)

23
大
尾
松
岡
本

(書
陵
部
松
岡

本
207･850
)

24
軍
器
考
本

(内
閣
文
庫

15
7
-23
5
)

25
山
人
本

(国
会
図
番
館

わ
288.6
･3
)

26
無
窮
会
聞
本

(盤
窮
会
図
書
館

40
8
1
)

-

28
内
田
本

(島
根
大
国
各
館
)

註

7
本
束
大
本
ま
で
佐
々
木
本
紋
順
.

8
本

静
粛
皇
本
ま
で
塀
墨
紋
帳
､
9
本
蛤
川
本
か
ら
縁
取
紋
帳
O



五

指
標

9
項
目
の
二
次
評
定

写
本
を
装
丁
し
た
表
題
を

｢標
題
｣
'
写
本
の
表
題
を

｢内
題
｣
と
す
る
O

1
本

[標
題
]
ナ
シ
'
｢
国
書
総
目
録
｣
に

｢紋
画
｣
0

[内
題
]
｢見
葦
諸
家
文
｣
｡

｢岩
瀬
文
庫

N
o
.3
9
6
2
･
.f
･･
tO
O
｣

(佐
々
木
本
)
｡

[特
記
]

①

佐
々
木
秀
勝
の
自
筆
本
で
､
｢見
葦
諸
家
文
｣
｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
の
現
存
す
る
28

写
本
の
最
古
本
で
'
唯

一
の
室
町
時
代
本
で
あ
る
｡

[図
-
2

]

｢佐
々
木
本
｣
冒
頭
様
式

を

線
も
丈

<
オ
ー･山

.′.1
軒

息

叶
･i.'

r

n
朋

脳

神
牽

チ
モ

鳶

慈

付
注

浦

(･i･fri)申
･小
菅

･
-
守

jEt

卓
d
.
叶
京
奮

冒
頭
様
式
の
◎

｢足
利
将
軍
家
紋
｣
及
び
◎

｢御
紋
由
緒
｣

◎
｢解
説
｣
は
'
次
の

通
-
で
あ
る
｡

将
軍
家
の
使
用
三
枚
を
並
立
す
る

O
｢将
軍
家
三
枚
型
｣
で
'

1
番
二
引
領
に

｢
二
引
領
紋
｣
'

2
番
御
当
家
惣
御
紋
に

｢乱
れ
桐
紋
｣
'

(論
者
註
'
定
紋
の
使
用
は
厳
密
に
し
て
多
用
せ
ず
'
替
紋
と
し
て
多
花
の
桐
紋

を
将
軍
旗
暇
調
度
な
ど
に
使
用
し
た
｡
多
花
の
桐
紋
を

｢乱
れ
桐

紋
｣
と
称
す
る
｡
太
閤
秀
吉
も
こ
の
例
に
習

っ
て
い
る
｡
)

3
番
御
杖
に
は
将
軍
家
定
紋

｢
五
七
桐
｣
を
畏
敬
し
空
紋
と
し
て
い
る
っ

注
意
す
べ
き
は
､
1
番

｢
二
引
領
紋
｣
二
引
領
が

｢見
葦
諸
家
文
｣
編
集
終
了
後
に

追
加
記
入
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
｡

紋
服
1
番
と
し
た
が
実
は
将
軍
家
々
紋
と
し
て
は

番
外
な
の
で
あ
る
｡

案
ず
る
に
'
｢
一
引
領
｣
｢
二
引
領
｣
は
'
戦
闘
に
際
し
目
印
と
し
て
旗
や
矢
盾
に
墨

を
引
い
た
も
の
で

一
族
を
象
徴
す
る
性
格
の
家
紋
で
は
無
い
と
言
う
見
解
が
あ
る
が
'

こ
れ
を
傍
証
す
る
｡

｢見
茸
諸
家
文
｣
の
冒
頭
様
式
の

『
1
番

｢
二
引
領
紋
｣
編
集
終
了
後
追
加
記
入
』

と

『
3
番
御
杖
畏
敬
空
紋
』
と
は
､
こ
れ
を
判
読
出
来
な
か
っ
た
立
雪
斉
や
白
石
ら
の

写
本
者
達
を
混
乱
さ
せ
て
'
両
者
の
写
本
に
祖
本
と
異
な
る
冒
頭
様
式
の
提
案
を
す
る

原
因
に
な

っ
た
と
考
察
さ
れ
る
｡

◎

｢御
紋
由
緒
｣
は
御
紋
に
だ
け

｢桐
者
根
本
安
家
之
文
也
而
八
幡
殿
貞
任
御
退
治
以
後
御
上
渚
之
時
俵
被
願
申
下
賜

此
桐
文
｣

と
記
載
さ
れ
'
｢解
説
｣
は
無
-
'
簡
潔
に
し
て
明
快
で
あ
る
｡

こ
の

｢御
紋
由
緒
｣
を
t
O

｢古
型
由
緒
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
'

三
つ
の
O
｢変
型
御
紋
由
緒
｣
が
あ
る
｡

O

｢改
訂
イ
型
由
緒
｣
と
し
て
'
｢願
｣
を

｢望
｣
に

一
字
改
訂
し
て
'

｢桐
者
根
本
安
家
之
文
也
而
八
幡
殿
貞
任
御
退
治
以
後
御
上
洛
之
時
依
被
望
申
下
賜

此
桐
文
｣
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O

｢改
訂
口
型
由
緒
｣
と
し
て
､
｢文

･
願
｣

を

｢紋

･
望
｣

に
二
字
改
訂
し
て
'

｢桐
者
根
本
安
家
之
紋
也
而
八
幡
殿
貞
任
御
退
治
以
後
御
上
洛
之
時
依
被
望
申
下
賜

此
桐
紋
｣

O

｢新
型
由
緒
｣
と
し
て
'
更
に
'
｢安
家
｣

を

｢安
倍
家
｣
に
L
へ
｢貞
任
御
退
治

以
後
｣
を
除
き
'

｢桐
者
根
本
安
倍
家
之
紋
也
而
八
幡
殿
御
上
洛
之
時
依
被
望
申
下
賜
此
桐
紋
｣

｢貞
任
御
退
治
以
後
｣

を
除
い
た
の
は
'
｢新
型
由
緒
｣

に
は

｢解
説
｣

が
付
帯
し

｢貞
任
御
退
治
以
後
｣
を
解
説
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

｢変
型
御
紋
由
緒
｣
に
は
'
何
れ
も

｢御
紋
由
緒
｣
の

｢解
説
｣
が
書
き
加
え
ら
る

事
に
な
る
｡

②

誹
紋
'
北
家
が
記
載
さ
れ
'
44
番
杏
葉
紋
が
欠
名

(紋
は
有
-
家
名
の
無
い
も

の
)
で
あ
る
が
'
2
本
以
降
の

｢見
聞
諸
家
紋
｣

群
27
冊
の
基
本
型
を
成
す
｡

1
本
の
紋
の
順
番
を

｢佐
々
木
本
紋
順
｣
と
名
付
け
る
が
'
｢佐
々
木
本
紋
順
｣
は
'

本
分
家
の
グ
ル
ー
プ
な
ど
を
崩
さ
な
い
紋
順
と
な
っ
て
い
る
｡

1
本
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
3
番
御
紋
2
番
桧
皮
菱

･
武
田
菱
91
番
疋
田
1-5
番
岩
田

犯
番
所
疋
は
'
6
本

｢神
宮
本
｣
で
91
番
疋
田
が
'
7
本

｢東
大
本
｣

で
北
番
所
疋
が
'

9
本

｢蛙
川
本
｣
以
降
で
5
番
桧
皮
菱
武
田
菱

1-5番
岩
田
が
書
き
加
え
ら
れ
て
'
2-1
枚
'

謝
家
の

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
の
総
紋
家
が
集
成
さ
れ
る
｡
た
だ
し
'
10
本

｢自
石
本
｣

15
本

｢岩
瀬
聞
本
｣
16
本

｢
田
中
本
｣
に
5
番
武
田
菱
紋
が
採
録
さ
れ
て
い
な
い
｡

1
本
に
は
'
少
数
の
紋
家
に
官
職
と
ル
ビ
そ
の
他
が
添
え
書
き
さ
れ
る
が
'
極
め
て

少
な
い
｡

③

名
16
番
吉
見
を

｢吉
｣
と

一
字
大
書
し
て
い
る
が
'
当
時
の

｢
一
字
尊
称
家
｣
を

特
に
示
し
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

吉
見
氏
は
源
範
頼
の
嫡
流
☆
赫
㊥
/Jjl
寿
で
あ
-
'
開
幕
当
時
の
当
主
吉
見
頼
行
は
尊

氏
女
を
室
と
し
て
い
た
が
'
系
譜
上
の
家
格
は
足
利
将
軍
家
よ
-
上
で
あ
っ
た
｡
家
譜

に
家
紋

｢
五
七
堂
桐
｣

と
あ
る
｡

④

22番
設
楽
30
番
楠
1-2
番
宇
津
木
2-2
番
若
槻
乱
番
犬
河
戸
ら
の

｢菊
紋
｣
は
す
べ
て

16
弁
で
'
湖
番
大
河
戸
氏
の

｢縁
取
り
菊
紋
｣
は

｢墳
墓
菊
紋
｣
の
解
説
と
考
え
ら
れ

る

(5
本
の
み

｢縁
取
-
菊
紋
｣
に

｢
下
｣

の
注
が
あ
る
が
'
こ
の
事
を
注
意
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
)
0

｢菊
紋
｣
の
古
型
で
あ
る

｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
を
表
示
し
て
い
る
｡

⑤

36
番

｢長
浦
氏
紋
｣

の
画
型
は
正
｡
こ
れ
に
対
し
'
｢長
禰
氏
紋
｣
の
画
型
を
異

る

｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
一
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
｡

畑
番
多
田

｢獅
子
牡
丹
紋
｣
と
捕
番
諏
方

｢
三
葉
梶
紋
｣
の
画
型
は
正
し
い
｡
し
か

し
'
｢獅
子
｣
が
崩
れ
て
い
る
｡
｢牡
丹
｣
は

一
膏
二
花
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
'
7
本

｢東
大
本
｣
以
降
､
捕
番
諏
方
と
描
番
多
田
を
同

l
と
す
る
誤

を
冒
す
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
が
古
型
で
あ
る
｡
｢鷹
羽
紋
｣
の
棚
番
中
村
は
最
古
型
の

｢縦
線
黒

縞
｣
t

m番
田
村

-
胴番
美
馬
は
古
型

｢黒
縞
｣

で
あ
-
'
江
戸
型

｢
三
線
縞
｣
の
も

の
は
無
い
｡

⑦

｢安
部
氏
紋
｣
が
乱
れ

｢
五
五
桐
に
安
｣
で
書
か
れ
い
る
｡

⑧

古
型
画
法

｢填
墨
紋
｣
を
主
体
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
'
｢見
聞
諸
家
紋
｣

は
大
部
分
が
新
型
画
法

｢縁
取
紋
｣
で
描
か
れ
る
｡

⑨

画
型
は
拙
で
あ
る
が
'
写
本
の
忠
実
さ
が
読
め
'
応
仁
之
乱
中
､
室
町
幕
府
評
定

所
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る

｢見
葺
諸
家
文
｣

祖
型
を
示
す
現
存
写
本
と
ほ
ぼ
確
定
で
き

る
｡

- 1 9 -



[紋
画
-
1
]

｢填
墨
菊
紋
｣

[紋
画
-
2
]

解
説
｢縁
取
-
菊
紋
｣

亜

盛

[紋
画
-
3
]

最
古
型

｢縦
線
黒
縞
｣

[紋
画
-
4
]

古
型
｢黒
縞
｣

[後
書
]
｢天
文
八
年
卯
月
十
九
日

15
39
.4
.19
.
佐
々
木
秀
勝

判
｣

づ
′､
し

も
ん

2
本

[標
題
]
｢諸
家
紋
薫

皿

見
聞

諸
家
紋
｣
っ

｢内
閣
文
庫

N
o
一
き

2
0
3
5
3
･
T

1
5
7
･
2
2
)

1

[内
題
｣
｢見
葦
諸
家
文
｣
｡

(昌
平
馨
本
)

[紋
画
-
5
]

江
戸
型

｢
三
線
縞
｣

Q

fT
:･)-･E

[特
記
]

①

1
本
の
完
全
に
等
し
い
写
本
で
あ
る
｡
秀
勝
の
花
押
の
虫
喰
い
を
写
し
て
い
る
｡

冒
頭
等
は
､
1
本
に
同
じ
｡

②
紋
家
数

･
紋
順
③
吉
④
菊
⑤
多
田
⑥
鷹
⑦
安
倍
⑧
填
墨
等
は
1
本
に
同
じ
｡

④

｢菊
紋
｣
の
弁
数
が
へ
-
'
12
弁
が
多
-
な
-
13
'
14
㌧
15
弁
が
あ
る
｡
こ
れ
ら

は
写
本
の
不
注
意
に
因
-
起
こ
-
や
す
い
誤
-
で
あ
る
｡
2-9
番
大
河
戸
氏
の

｢縁
取
-

菊
紋
｣
は
1
本
同
様
'
｢菊
紋
｣
の
古
型
で
あ
る

｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
を
表

示
し
て
い
る
｡

2-0
番
吉
田
の
紋
型
が
書
き
掛
け
の
た
め
1
本
と
異
な
る
｡

⑨

1
本
の
精
密
な
写
本
で
あ
る
｡

蔵
印
は
'
｢昌
平
坂
学
問
所
｣
｢
日
本
政
府
｣
｢内
閣
文
庫
｣
の
三
印
が
あ
る
｡

函
号
は
'

1-7
-
7
か
ら
1-7
-
2-1
に
変
わ
っ
て
い
る
｡

[後
書
]
｢天
文
八
年
卯
月
十
九
日

佐
々
木
秀
勝

右
紋
蓋
し

一
巻
原
本
堀
口
源
義
君
の
蔵
す
る
所
な
-
佐
々
木
秀
勝
の
自
筆
に
し
て
希

世
の
珍
書
な
-
｣

-20-

こ
れ
に
対
し
'
｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
は

｢見
米耳諸
家
文
｣
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
'

次
第
に
解
説
的
性
格
を
強
め
て
い
る
様
は
'
ま
た
'
｢時
代
の
故
実
｣
を
反
映
し
て
い

る
も
の
と
し
て
意
義
深
い
｡

3
本

[標
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣
｡

[内
題
]
｢
見

葦

諸

家

文

｣
｡

｢

無

窮

会

図

書

館

4
0

82
｣

(
無

窮

会

葺

本

)

■

l

[特
記
]



①

1
本
の
完
全
に
等
し
い
写
本
で
あ
る
｡
秀
勝
の
花
押
の
虫
喰
い
を
写
し
て
い
る
｡

冒
頭
等
は
'
1
本
に
同
じ
｡

②
紋
家
数

･
紋
順
③
吉
④
菊
⑤
多
田
⑥
鷹
⑦
安
倍
⑧
填
墨
等
は
1
本
に
同
じ
｡
た
だ
し
'

2-9
番
大
河
戸
の

｢縁
取
り
菊
紋
｣
は
'
｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
を
省
略
し

｢
二

回
重
ね
｣
表
示
し
て
い
る
O

現
在
'
｢御
紋
章

(天
皇
家
家
紋
)｣
は
十
六
弁
の

一
回
重
ね
の
三
十
二
弁

｢
八
重
菊

紋
｣
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
'
本
来
は
'
十
字
の
三
回
重
ね
の
三
十
二
弁
で
あ
る

事
が

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
の
菊
紋
の
書
き
方
の
時
代
変
遷
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

⑨

210
番
吉
田
の
書
き
か
け
も
写
し
て
い
る
か
ら
､
3
本

｢無
窮
会
葦
本
｣
は
2
本

｢昌
平
草
本
｣
を
写
本
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
｡

｢井
上
頼
国
戒
｣
｢井
上
氏
｣
｢無
窮
会
神
習
文
庫
｣
の
印
が
あ
る
｡

ぎ
ょ〈
ろ〈

｢国
書
総
目
録
｣
に
あ
る
'
｢無
窮

(玉
簾

一
七

〇
校
本

一
冊
)｣
は
26
本
無
窮
聞

本
｣
で
あ
る
｡
本
書
及
び
22
本

｢太
尾
本
｣
の
無
窮
会
蔵
書
が

｢
三
目
録
｣
に
未
記
載

で
あ
る
｡

く
薄
れ
る
｡

⑨

｢太
政
官
文
庫
｣
｢大
日
本
帝
国
図
書
｣
｢
日
本
政
府
図
書
｣
｢内
務
省
図
書
記
｣

｢内
閣
文
庫
｣
の
蔵
印
が
あ
る
｡
番
号
は
'
78
57･
T

1

57･
7
㌢
F,
菖
78
5
7･
l
⊥

57･
2
2
0

に
替
わ
っ
て
い
る
｡

[後
書
]
｢明
治
八
年

18
7
5
第

l
月
以
天
文
八
年
佐
々
木
秀
勝
親
写
本
写
本

謄
写

七
等
出
仕
岡
谷
繁
実

丸
印

l

5
本

[標
題
]

｢
室

町
家
諸
家

紋
｣
｡

[内

題
]

｢
見
葺
諸
家
文
｣
｡

｢内

閣
文

庫

N
o
.

菖

1

6

3

9

7

･

]

･

1

5
7
･
2

3

6｣

(内

閣
葺
本
)

[特
記
]

①

佐
々
木
本
と
異
な
る
系
列
の

｢見
葦
諸
家
文
｣
の
写
本
で
あ
る
｡

4
本

[標
題
]

｢
見
茸
諸
家
文

全

｣

｡

[図
-
3
]

｢内
閣
葺
本
｣
冒
頭
様
式

[内

題
]

｢
見
葦
諸
家
文
｣

｡

｢
内

閣
文

庫

N
o
.
普

7
8
5
7
･

T

1
5
7

･
2
2
0
｣

(岡
谷
本
)

[特
記
]

①

1
本
の
完
全
に
等
し
い
写
本
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
抜
紋
11
㌧
欠
名
が
2
あ
-
'
215

枚
'
湖
家
が
記
載
さ
れ
､
紋
順
は
1
本
に
同
じ
｡
抜
紋
11
は

｢佐
々
木
本
｣
の
第
6
･

11
帖
に
当
た
る
｡

②

冒
頭

･
由
緒
③
吉
④
菊
⑤
多
田
⑥
鷹
②
安
倍
⑧
墳
墓
等
は
1
本
に
同
じ
｡

但
し
'
粕
番
大
河
戸
の

｢縁
取
り
菊
紋
｣
は
､
｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
が
全

-
Å
ま

里

範

..I,

...i

r
r

.
'1

㈹
ふ
けで
上音
-
丈
と
■/;*
嘗

経
書

.1々
苦

柵
1L
･[一-一

冒
頭
様
式
は
'
4
本
迄
の
佐
々
木
本

O
｢将
軍
家
三
紋
型
｣
か
ら
変
わ
-
'

1
番

｢
二
引
領
紋
｣
を
御
当
家
惣
御
杖
と
し
､



3
番
御
杖
に

｢
五
七
桐
紋
｣
を
掲
げ
へ

2
番
御
当
家
惣
御
杖
の

｢乱
れ
桐
紋
｣
と
二
引
領
の
文
字
を
欠
き
t

O

｢将
軍
家
二
枚
型
｣
と
な

っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
'
阻
本
や
1
本
の
冒
頭
様
式
の

｢
二
引
領
｣
追
加
を
読
み
切
れ
ず
に
解
説
書

き
し
ょ
う
と
し
て
､
解
釈
を
誤

っ
た
も
の
と
考
察
さ
れ
る
｡

1
番

｢
二
引
領
紋
｣
は
名

称

｢
二
引
領
｣
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
'
2
番

｢乱
れ
桐
｣
紋

の
名
称

｢御
当
家
惣
御

紋
｣
を
1
番

｢
二
引
領
紋
｣
に
付
し
た
事
は
､
大
変
な
錯
誤
で
あ
る
｡
以
後
の

｢見
聞

諸
家
紋
｣
群
の
冒
頭
様
式
に
相
当
の
影
響
を
与
え
て
い
る
｡

3
番
御
杖
に

｢
五
七
桐
紋
｣
を
掲
げ
'
1
本
の
畏
敬
空
紋
を
解
説
し
た
の
は
正
し
い
｡

｢御
杖
由
緒
｣
は
1
本
と
同

一
の
O
｢古
型
由
緒
｣
で
あ
る
｡

②

紋
家
総
数
以
下
1
本
に
同
じ
｡
た
だ
し
'
写
本
の
時
に
は
無
か

っ
た
5
番
桧
皮
菱

91
番
疋
田
は
番
岩
田
が
､
後
日
の

｢注
貼
-
紙
｣
に
よ
っ
て
初
め
て
挿
入
さ
れ
る
｡
又
'

一
部
の
紋
に
1
本
及
び

｢見
聞
諸
家
紋
｣
と
校
合
し
て

｢注
貼
-
紙
｣
が
付
き

｢本
体

は
此
よ
う
に
て
候
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡

｢注
書
き
｣
は
'
少
数
の
氏
名
の
ル
ビ
な
ど
極
め
て
少
な
い
｡

③
舌
④
菊
⑤
多
田
⑦
安
倍
⑧
填
墨
等
は
1
本
に
同
じ
｡

④
の
2-9
番
大
河
戸
氏
の

｢縁
取
-
菊
紋
｣
は
'
｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
が
全
-

薄
れ
て
い
る
｡

⑤
の

｢牡
丹
｣
は

〓
雷
三
花
で
'
｢獅
子
｣
｢梶
｣
と
も
に
1
本
と
は
や
や
異
な
る
｡

雌
番
多
田
氏

の
画
型
は

｢獅
子
｣

の
系
列
が
1
本

｢佐
々
木
本
｣

･
6
本

｢神
宮

本
｣

･
7
本

｢東
大
本
｣
が
同

一
で
'
5
本
の
み
異
な

っ
て
い
る
か
ら
'
-

･
6

･
7

本
の
獅
子
が
祖
本

｢見
葦
諸
家
文
｣
に
近
い
事
に
な
る
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
に
や
や
古
型
の
三
種
あ
る
｡
1
本
及
び
イ
本
と
異
な
る
古
型

｢鷹
羽

紋
｣
が
あ
る
｡

⑨

②
-
⑥
か
ら
'
写
本
原
本
は
祖
本
か
ら
や
や
解
説
的
に
進
ん
だ
物
で
あ
る
｡
古
型

｢鷹
羽
紋
｣
の
画
型
は
'
江
戸
初
期
慶
長
頃
に
用
い
ら
れ
た
画
型
で
あ
る
か
ら
'
原
本

は
そ
の
頃
の
写
本
で
あ
ろ
う
｡

全
体
と
し
て
'
1
本
に
酷
似
し
て
い
る
が
や
や
解
説
的
に
な

っ
て
い
る
O
｢後
書
]

が
無
い
の
は
'
視
本
の
形
式
で
あ

っ
た
と
思
考
さ
れ
る
｡

蔵
印
は
'
｢浅
草
文
庫
｣
｢
日
本
政
府
図
書
｣

で
あ
る
｡

函
号
は
'

175･4⊥
-

)75･

7
か
ら

)5
7
･236に
変
わ
っ
て
い
る
o

[後
書
]

ナ
シ
｡

6
本

[標
題
]
｢見
聞
諸
家
紋

大
草
相
伝
永
正
本
完
｣
｡

｢神
宮
文
庫

N
o
.

七
I

L527･
l

J

[内
題
]
｢見
聞
諸
家
文
｣
｡

(神
宮

本
)

[特
記
]

①

｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
中
で
は
'
5
本
と
共
に

｢紋
｣
に

｢文
｣
を

使
う
紋
帳
で
'
共
に
幕
府

｢見
葦
諸
家
文
｣
祖
本
か
ら
立
雪
斉
が
写
本
し
た

｢永
正
本
｣

原
写
本
に

｢最
も
近
い
現
存
写
本
｣
と
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
｡

冒
頭
様
式
は
'
｢佐
々
木
本
｣
と
異
な
る

O
｢改
将
軍
家
三
枚
型
｣
に
続
き
へ
O

｢
イ
型
改
定
由
緒
｣
と
な

っ
て
い
る
｡

O

｢改
将
軍
家
三
枚
型
｣
は
'
将
軍
家
の
使
用
三
枚
を
並
立
す
る
が

1
番
二
引
領
に

｢
二
引
領
紋
｣
'

2
番
御
当
家
惣
御
杖
の

｢乱
れ
桐
紋
｣
を
空
紋
'

3
番
御
杖
に
は
将
軍
家
定
紋

｢
五
七
桐
紋
｣
を
掲
げ
て
い
る
｡



た
だ
し
'
立
雪
斉
は
5
本
と
同
様
に
'
祖
本
の
冒
頭
様
式
の
解
釈
を
誤

っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
｡

[図
-
4
]

｢神
宮
本
｣
冒
頭
様
式

≡

I"
謙
至

的

断固

工

引絹叫
廿
も

廿
hL
K

I.剛..i.･.I.･･

･
-

･
帯

同

如1-.-
･4

ヰ長
･hri･AJ市
八
や
収良Jl外

連･㍍収

苧沖

再
描
写

品

叫｡.<

･;i

何
と
な
れ
ば
'
｢
二
引
領
紋
｣
の
下
に
小
さ
-

｢
二
引
領
｣
大
き
-

｢御
当
家
惣
御

杖
｣
と
記
載
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
将
軍
家
の
用
い
た
種
々
の

｢乱
れ
桐
紋
｣
を
総

称
し
て

｢御
当
家
惣
御
杖
｣
と
し
て
記
載
し
て
い
た
祖
本

｢見
葺
諸
家
文
｣
の
意
図
を

読
め
ず
'
祖
本

の

｢多
花

の
桐
｣
｢御
当
家
惣
御
紋
｣
の
表
示
に
つ
い
て
'
｢御
紋
｣

｢
五
七
桐
｣
を
乱
雑
に
書
い
た
と
誤
認
し
た
と
推
察
さ
れ
る
｡

こ
れ
ら
の
事
か
ら
'
祖
本
の
冒
頭
様
式
は
'
｢見
葺
諸
家
文
｣
編
集
完
了
後
に
'
1
番

｢
二
引
領
紋
｣
と
二
引
領
と
を
書
き
入
れ
た
た
め
に
'
1
本
の
通
-
に
ヤ
ヤ
異
常
な
体

裁
に
な

っ
て
い
た
事
を
証
明
し
'
従

っ
て
1
本
が
忠
実
な
写
本
で
あ
る
事
を
証
す
る
｡

繁
揮
立
雪
斉
は
'
祖
本
の
ヤ
ヤ
異
常
な
体
裁
を
正
し
て
記
載
し
よ
う
と
し
て
､
そ
の

解
釈
を
誤
ま

っ
て
い
る
が
賓
に
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
｡
こ
の

｢改
将
軍
家
三
枚
型
｣

は
､
｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
基
本
と
な
-
'
御
当
家
惣
御
紋

･
御
紋
の
両

名
が
消
え

｢
二
引
領
｣
の
名
の
み
残
る

｢新
将
軍
家
二
枚
型
｣
に
ま
で
変
形
す
る
｡

｢解
説
｣
は
な
い
｡

｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
中
で
は
､
家
紋
毎
の
解
説
は

一
番
少
な
い
｡

解
説
は
少
数
の
家
の
在
地
と
官
職
と
ル
ビ
そ
の
他
に
'
各
家
の
出
自
を
加
え
る
が
極

少
な
い
｡

②

2-7
枚
､
犯
家
が
記
載
さ
れ
'
紋
順
は

｢佐
々
木
本
紋
順
｣
で
あ
る
が
'
装
丁
時
の

綴
じ
違

い
が

捕
番
以
降
甚
だ
し
い
が
'
誤
縁
は
写
本
原
本
大
学
氏
本
の
も
の
で
あ
る

事
が
判
る
｡
O

初
め
て

犯番
折
疋
が
記
載
さ
れ
る
｡
7
本
に
は
犯
番
所
疋
と
な

っ
て
い
る
が
2-2
番
に

家
名
が
記
載
さ
れ
る
の
は
6
･
7
本
の
み
で
あ
る
｡
折
疋

･
研
疋
と
も
に

｢
日
本
姓
氏

大
辞
典

太
田
亮
｣
に
無
-
'
本
論
文
で
は
折
疋
を
用
い
る
｡

③

名
16
番
吉
見
を

｢吉
見
｣
と
す
る
初
本
で
あ
る
｡
｢立
雪
斉
自
筆
本
｣
の
通
-
と

推
定
さ
れ
る
｡

④

22
番
設
楽
の
菊
紋
は
16
弁
で
あ
る
が

30番
楠
大
河
戸
氏
2-1
番
菊
紋
は
16
弁
よ
-
少

な
-
'
大
河
戸
氏
2-9
番
菊
紋
は
古
型

｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
を
や
や
失

っ
て
い

る
｡

⑤

36
番
長
弥
の
画
型
は
正
で
あ
る
｡

1-5
番
多
田

｢獅
子
牡
丹
｣
捕
番
諏
方

｢
三
っ
葉
梶
｣
を
書
き
分
け
て
正
し
い
｡
｢獅

子
｣
が
崩
れ
て
い
る
1
本
の

｢獅
子
｣
と
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
､
1
本

の

｢
獅

子
｣
と
そ
の
特
徴
が
似
て
お
り
､
祖
本
の
詳
し
い
型
を
示
す
と
推
定
で
き
る
｡
｢牡
丹
｣

は

一
膏

一
花
で
1
本
と
は
異
な

っ
て
い
る
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
が
形
式
化
さ
れ
た
江
戸
時
代
型
で
あ
る
｡
｢鷹
羽
紋
｣
の
2-8
番
中
村

は
最
古
型
の

｢縦
線
黒
縞
｣
'

1-1番
田
村

-
1-8番
美
馬
は
古
型

｢黒
縞
｣
で
あ
-
'
江

ー23-



[紋
画
-
6
]
1-5
番
多
田
｢獅
子
牡
丹
｣

[紋
画
-
7
]
捕
番
諏
方
｢三

っ
葉
梶
｣

l

/.

⑦

1-4
番
安
部
は

｢
五
五
桐
に
安
｣
で
あ
る
｡
57
番
香
河
が
6
本
と
と
も
に

｢三

っ
並

び
左
巴
｣
で
あ
る

(7
本
を
除
き
､
1
本
を
始
め

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
は
皆

｢月
に
八

曜
｣
型
)
が
､
誤
で
は
な
い
｡

⑧

｢填
墨
紋
｣
を
主
体
と
し
て
､
全
体
と
し
て
1
本
と
酷
似
し
て
い
る
が
､
丁
寧
に

清
書
し
た
紋
帳
で
る
｡
立
雪
斉
原
本
は
優
れ
た
写
本
で
あ

っ
た
と
認
定
で
き
る
｡

⑨

6
本

｢神
宮
本
｣
の
写
本
原
本
大
学
氏
本
は
､
｢永
正
七
年
立
雪
斉
自
筆
本
｣
に

極
め
て
近
い
写
本
で
あ

っ
た
と
考
察
さ
れ
る
｡

6
本

｢神
宮
本
｣
の
冒
頭
の
将
軍
家
御
杖
は
､
誠
に
豪
華
華
麗
で
､
｢見
聞
諸
家
紋
｣

群
随

一
で
あ
る
が
､
京
都
高
台
寺
豊
公
廟
に
見
ら
れ
る

｢桐
花
｣
で
あ
る
｡

ま
た
､
日
光
の
含
満
ケ
淵
に
在
る
吉
見
氏
墓
碑
羊

蹄
蔀
∴
帝

17
4
2
描
出

の
華
麗

な

｢
五
七
堂
桐
｣
と
又
同

一
の

｢桐
花
｣
で
あ
る
｡

永
正
本
填
墨
紋
帳
中
､
6
本
と
8
本

｢静
嘉
堂
本
｣
の

｢後
書
｣
の
末
尾
が

｢下
書

了
｣
で
あ
る
｡

こ
の
紋
帳
は

｢
し
た
が
き
｣
物
で
は
な
い
の
で

｢-
だ
L
が
き
お
わ
ん
ぬ
｣
と
読
み
､

立
雪
斉
は
幕
府
か
ら
下
さ
れ
て
､
応
仁
之
乱
で
兵
馬
佳
惚
の
間
に
見
聞
き
し
て
書
い
た

｢見
葺
諸
家
文
｣
を
'
書
き
直
し
た
-
紋
家
の
出
自
を
書
き
加
え
､
そ
の
中
で

｢葦
｣

E a

を

｢聞
｣
に
､
｢吉
｣
を

｢吉
見
｣
に
､
｢願
｣
を

｢望
｣
な
ど
わ
か
-
易
-
書
き
替
え

清
書
し
た
と
推
定
で
き
る
｡

蔵
印
は
､
｢江
藤
文
庫
｣
｢徴
古
館
農
業
館
｣
｢神
宮
文
庫
｣
の
三
印
で
あ
る
｡

[後
書
]
｢永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

下
書
了

右
大
学
氏
所
蔵

寛
政
契
丑

47
39
歳
冬
日
写
之
｣

7
本

[標
題
]

｢見
聞
諸
家
紋

全
｣
｡

｢東
大

史
料

編

纂

所

z
o一2

0
7

5
･

124
1
｣

(東
大
本
)

[内
題
]
｢見
聞
諸
家
文
｣
｡
(｢
彰

考
館
本
｣
の
謄
写
本
'
後

｢彰
考
館

本
｣
は

焼

失

)

[特
記
]

①

｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
中
で
は
､
｢見
葦
諸
家
文
｣
の
5
枚
本
及
び
6

本
と
共
に

｢紋
｣
に

｢文
｣
を
使
う
古
型
本
系
の
紋
帳
で
あ
る
｡

冒
頭
様
式
は
､
6
本
に
同
じ

O
｢改
将
軍
家
三
枚
型
｣

O
｢改
定
イ
型
由
緒
｣
で
あ

る
｡

②

総
数
2-7
枚
3-3
家
で
あ
る
｡
紋
順
は

｢佐
々
木
本
紋
順
｣
で
あ
る

｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
中
で
は
'
解
説
は

一
番
少
な
い
｡

③

名
16
番
吉
見
を

｢吉
見
｣
と
記
載
し
て
い
る
｡
｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣

共
通
で
あ
る
｡

④

｢菊
紋
｣
は
16
弁
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡
大
河
戸
氏
の

｢菊
紋
｣
は
1
本
と
同

一

の

｢菊
紋
｣
の

｢古
型
｣
､
｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
を
示
す
｡

⑤

36
番

｢長
浦
氏
紋
｣
の
画
型
は
正
｡

- 24 -



｢紋
画
-
8
]

1-5
番
多
田

捕
番
諏
方

(誤
紋
)

鞍__町l_巧さ

1
本
の
画
型
の
1-5
番
多
田
の

｢獅
子
｣

と
､
1
本
の
画
型
の
捕
番
諏
方
の

｢梶
｣

を

併
せ
て

一
紋
と
し
､
1-5
番
多
田
捕
番
諏
方
と
す
る
誤
を
冒
す
初
本
で
あ
る
｡

6
本
を
除
-

｢永
正
本
｣
系
写
本
共
通
の
誤
写
の
初
め
と
言
え
る
が
'
写
本
の
時
､

｢牡
丹
｣
に

｢梶
葉
｣
が
重
な
る
ズ
レ
が
生
じ
て
誤

っ
た
よ
う
に
見
え
る
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
が
や
や
古
型
を
失

っ
て
い
る
｡
｢鷹
羽
紋
｣
の
棚
番
中
村
は
最
古
型

の

｢縦
線
黒
縞
｣
1-1
番
田
村

-
1-8
番
美
馬
は
古
型

｢黒
縞
｣
で
あ
り
'
江
戸
型

｢
三
線

縞
｣
の
も
の
は
無
-
､

一
本
と
同

一
で
あ
る
｡

⑦

1-4
番
安
部
は

｢
五
五
桐
に
安
｣
で
あ
る
｡
57
番
香
河
が
6
本
と
と
も
に

｢三
っ
並

び
左
巴
｣
で
あ
る

(1
本
を
始
め

｢見
聞
諸
家
紋
｣

は
皆

｢月
に
八
曜
｣

型
)
｡

⑧

｢墳
墓
紋
｣
を
主
体
と
し
て
'
全
体
と
し
て
1
本
と
酷
似
し
て
い
る
｡

⑨

｢菊
紋
｣
の

｢古
型
｣
｢十
字
の
三
回
重
ね
｣

や
杏
葉
紋
の
画
型
を
比
較
す
る
に
､

6
本

｢神
宮
本
｣
よ
-
7
本

｢東
大
本
｣
が
古
-
､
7
本

｢東
大
本
｣
及
び
そ
の
写
本

原
本
で
あ
る

｢彰
考
館
本
｣
は
､
｢永
正
七
年
立
雪
斉
自
筆
本
｣

に
よ
り
近

い
写
本
で

あ

っ
た
事
が
推
定
さ
れ
る
｡

｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣

の
後
書
に

｢
下
書
了
｣

｢下
書
之
｣

の
三
字
と

｢下
書
｣

｢書
了
｣

の
二
字
の
二
つ
の
系
が
あ
る
が
､
7
本
は
6
本

｢神
宮
本
｣

8

本

｢静
義
堂
本
｣
と
と
も
に
三
字
系
で
あ
る
O

三
本
の
内
容
か
ら
6
本

｢神
宮
本
｣
7
本

｢東
大
本
｣

8

本

｢静
嘉
堂
本
｣

が

｢永

正
本
｣

系

｢見
聞
諸
家
紋
｣

の
原
本

｢永
正
七
年
立
雪
斉
自
筆
本
｣
に

｢最
も
近
い
現

存
写
本
｣
で
あ
る
と
ほ
ほ
確
定
で
き
る
｡

修
史
局

･
東
京
帝
国
大
学
図
書
印

･
史
料
編
纂
所
図
書
之
印

･
東
京
大
学
図
書
の
印

が
あ
る
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

1510.3
.17
.
於
立
雪
斉

下
書
之

(｢之
｣

は

｢了
｣
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か

･
論
者
注
)

明
治
八
年

18
7
5
七
月
編
修
副
長
官
重
野
安
樺
関
東
六
牒
出
張
ノ
時
水
戸
彰
考
館
文

庫
主
管
者

津
田
信
存

二
託
シ
其
館
本
ヲ
以
テ
謄
写
ス
｣

8
本

[標
題
]
｢

見

聞

諸

家

紋

｣
｡

[内
題
]
｢

見

聞

諸

家

紋

｣
｡

｢

静

義

堂

文

庫

N

o

一
1
3
7
6
1
･
1

･

80
･
6
J

(
静

嘉

堂

本

)

[特
記
]

①

｢永
正
本
｣

系

｢見
聞
諸
家
紋
｣

群
の
中
で
､
初
め
て

｢文
｣
に

｢紋
｣

を
使
い

｢見
聞
諸
家
紋
｣
と
な

っ
た
紋
帳
で
あ
る
｡

冒
頭
様
式
は
､
6
本
と
同
じ

O
｢改
将
軍
家
三
枚
型
｣

O
｢改
定
口
型
由
緒
｣
で
あ

る
｡

②

3
番

｢御
杖
｣

の

｢
五
七
桐
｣

と

2-2
番
所
疋
が
記
載
さ
れ
､
｢
二
引
領
紋
｣

の
名

が
2
番
御
当
家
惣
御
紋
と
変
わ
り
､
2
番

｢乱
れ
桐
紋
｣
が
欠
紋
と
な

っ
て
い
る
｡

総
数
2-6
枚
3-3
家
で
あ
る
｡
紋
順
は
'

1-0番
か
ら

1-1番
の
12
枚
4
枚
に
誤
綴
が
あ
り
､



9
本
以
降
の
縁
取
紋
永
正
本
に
多
-
見
る

｢蛤
川
本
紋
順
｣
で
あ
る
｡

｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
の
中
で
は
'
解
説
は

一
番
少
な
い
｡

③

名
16
番
吉
見
を

｢吉
見
｣
と
記
載
し
て
い
る
｡
｢永
正
本
｣
系
に
共
通
で
あ
る
｡

④

｢菊
紋
｣
は
16
弁
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

大
河
戸
氏
の

｢菊
紋
｣
は
16
弁
で
あ
る

が
｢十
字
の
三
回
重
ね
｣
の
特
徴
を
示
さ
ず
､
全
体
に

｢菊
｣
の
画
型
が
雑
で
あ
る
｡

⑤

36
番

｢長
浦
氏
紋
｣
の
画
型
は
正
｡

捕
番
諏
方
を
､
1-5
番
多
田
の

｢獅
子
牡
丹
｣
に
誤
っ
て
い
る
が
､
4
本
の
誤
-
と
異

な
-
'
畑
番
多
田
そ
の
も
の
を
捕
番
諏
方
と
し
た
初
本
で
あ
る
｡

6

･
7
本
を
除
-

｢永
正
本
｣
系
写
本
に
共
通
と
な
る
誤
を
冒
し
た
理
由
は
'
｢彰

考
館
本
｣
か
ら
写
本
の
時
'
｢牡
丹
｣
に

｢梶
葉
｣
が
重
な
る
ズ
レ
に
気
付
き
'
記
載

さ
れ
て
い
る

｢獅
子
牡
丹
｣
の
紋
名
に
基
づ
き
'
｢梶
葉
｣
を

｢牡
丹
｣
に
戻
し
た
と

曜
｣
で
あ
る
｡

⑧

｢墨
填
紋
｣
を
主
体
と
し
て
'
全
体
と
し
て
1
本
に
酷
似
し
て
い
る
｡

⑨

｢永
正
本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
の
後
書
に

｢下
書
了
｣
｢下
書
之
｣
の
三
字
と

｢下
書
｣
｢書
了
｣
の
二
字
の
二
つ
の
系
が
あ
る
が
､
本
帳
は
三
字
系
の

｢下
書
了
｣

で
あ
る
｡

填
墨
紋
帳
最
終
の
8
本

｢静
嘉
堂
本
｣
は
'
9
本
以
降
の
縁
取
紋
帳

｢見
聞
諸
家

紋
｣
群
の
原
型
と
な
る
特
徴
が
あ
る
｡

｢国
書
総
目
録
｣
に
'
｢静
嘉

(安
斎
叢
書
二
五
)

1
冊
｣
と
あ
る
が
'
安
斎
叢
書

本
で
は
な
い
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

15
)0
,3
,)7
,
於
立
雪
斉

下
書
了
｣

[紋
画
I
9
]

畑番
多
田
は
番
諏
方

(誤
紋
)

9
本

[標
題
]
｢諸
家

紋

帳

完

｣｡

[内
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣
｡

｢岩

瀬

文

庫

N

o

.

7

)

7

3
･9
8
･
3
2
｣

(蛤

川
本
)

推
測
さ
れ
る
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
が
江
戸
型
で
あ
る
｡
｢鷹
羽
紋
｣
は
古
型

｢黒
縞
｣
で
あ
-
'
江
戸

型

｢三
線
縞
｣
の
も
の
は
無
い
｡

⑦

1-4
番
安
部
は

｢五
五
桐
に
安
｣
で
あ
る
｡
57
番
香
河
が
1
本
と
同
じ

｢月
に
八

[特
記
]

①

8
本

｢静
嘉
堂
本
｣
と
異
な
る
点
は
'
初
め
て
5
番
松
皮
菱

1-5番
岩
田
が
記
載
さ

れ
'
古
型

｢填
墨
紋
｣
が
新
型
画
法
の

｢縁
取
紋
｣
と
な
る
事
で
あ
る
｡

紋
型
が
ほ
ぼ
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
に
改
ま
-
'
解
説
が
多
-
'
紋
及
び
紋
家
の
理

解
に
役
立
つ
な
ど
'
｢見
葦
諸
家
文
｣
の
解
説
的
性
格
を
'
8
本
ま
で
の

｢永
正
本
｣
よ

-
詳
し
く
持

っ
て
い
る
｡

冒
頭
様
式
は
､

O
｢新
将
軍
家
二
枚
型
｣
と
な
り
､
紋
名
は
1
番
二
引
両
の
み
書
か

れ
る
｡



紋
下
の
空
欄
に

｢源
姓

八
幡
太
郎

童
名
不
動
丸
戎
涼
太
従
四
位
下
陸
奥
寺

号
金
迦
羅
殿

守
府
将
軍
｣

に
始
ま
り
'

｢
･
･
･
勅
命
五
七
桐
紋
免
許
故
当
家
御
紋
五
七
桐
二
引
両
云

｣々

に
終
わ
る
94
文
字
の

O
｢初
期
型
解
説
｣
が
初
め
て
書
か
れ
'
続
い
て

O
｢改
定
口
型

由
緒
｣
が
記
載
さ
れ
る
｡
武
田
氏
紋
に
も

｢初
期
型
解
説
｣
が
付
-
｡

各
紋
を

｢イ
本
｣
と
比
較
し
て
い
る
｡
｢
イ
本
｣
は

｢安
斉
叢
書
四
｣

17
本
の
写
本

原
本
で
あ
る
｡
校
合
し
た
古
型

｢鷹
羽
紋
｣
の
画
型
か
ら
判
定
で
き
る
｡

た
だ
し
'
古
本

｢蛙
川
本
'
紋
本
文
｣
は

｢
イ
本
｣
と
比
較
し
て
い
な
か
っ
た
事
が

後
書
か
ら
判
る
｡

②

8
本
に
対
し
て
5
番
桧
皮
菱
武
田
菱
1-5
番
岩
田
の
三
枚
が
加
わ
り
､
総
枚
数
狐
紋

[図
-
5
]

｢蛙
川
本
｣
冒
頭
様
式

如
耶
和
郎

故
意

計

-.

-

iI▼●/一

コ
コ

.I.石j
L..へ

_.

r
LJ

涼子

入
官
一†

と
な
る
｡

rr=ここ:■■■■-=▼｢■-

告
か
ん
去L至

芸
下
丘
鼻
や

幸
吉

Li
良

い叔寸
々
*

手

｢佐
々
木
本
型
紋
順
｣
を
踏
襲
す
る
が
'

1-0番
か
ら
1-1
番
の
12
枚
4
枚
に
誤
綴
が
あ

り
へ
9
本
以
降
の
縁
取
紋
永
正
本
に
多
-
見
る

｢蛙
川
本
紋
順
｣
で
あ
る
｡

③

姓
16
番

｢吉
見
氏
｣

を

｢吉
見
｣
と
記
述
す
る
｡

④

｢菊
紋
｣
は
15
か
ら
12
弁
で
大
河
戸
氏
の
1-9
番

｢菊
紋
｣
は
や
や
古
型
を
失

っ
て

い
る
が
'
1-2
番
若
槻
に
古
型

｢菊
紋
｣
を
掲
げ
て
い
る
｡

⑤

36
番
長
弥
の
画
型
は
正
で
あ
る
｡

1-6
番
諏
方
を

｢獅
子
牡
丹
紋
｣
と
す
る
誤
を
冒
す
LT
｢牡
丹
｣
は

｢
一
書
三
花
｣
で

あ
る
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
｢鷹
羽
紋
｣
が
形
式
化
さ
れ
た
江
戸
時
代
型
で
あ
る
｡

②

捌
番
安
部
は

｢
五
五
桐
に
安
｣
で
書
か
れ
て
い
る
｡

⑧

6

･
7

･
8
本

｢永
正
本
｣
の

｢填
墨
紋
｣
に
対
し
て
'
9
本
以
降
の

｢永
正

本
｣
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
に
共
通
で
あ
る
新
式
画
法
の

｢縁
取
紋
｣
で
書
か
れ
た
初
本

で
あ
る
｡

⑨

9
本
は
'
｢縁
取
紋
永
正
本
｣
群
の
原
型
と
な
る
諸
要
素

(7
本
に
加
え
る
に
'

将
軍
家
と
武
田
氏
の

｢由
緒
｣

｢解
説
｣
の
形
式
な
ど
)
を
持
ち
'
縁
取
紋
帳
の
中
で

唯

T
の

｢下
書
了
｣
本
で
あ
る
｡

後
書
に
'
｢紋
本
文
は
蟻
川
親
世
本
で
あ
る
｣
と
あ
る
が
'
蟻
川
宮
道
親
世
は
代
々

の
幕
府
政
所
代
家
の
十
二
代
で
親
俊
と
も
言
い
'
政
所
の
文
書

･
動
静
に
係
る
日
記
を

残
し
て
有
名
で
あ
る
｡
永
禄
十
二
年

一
五
六
九
に
出
羽
で
毅
し
て
い
る
｡

案
ず
る
に
'
応
仁
之
乱
直
後
に
'
阻
本

｢見
葦
諸
家
文
｣
を
整
理
し
た
室
町
幕
府
政

所
代

(評
定
所
執
事
代
)
蟻
川
親
元
の
曽
孫
親
世
は
'
｢見
葦
諸
家
文
｣
に
つ
い
て
知
ら

さ
れ
て
い
た
が
'
16
世
紀
中
葉
で
は
'
既
に
祖
本

｢見
葦
諸
家
文
｣
は
散
逸
し
て
お
り
'

｢訴

下
書
了
永
正
本
｣
を
元
に
'
当
時
漸
-
流
行
し
始
め
た
画
型
に
よ
っ
て

｢古
蛙
川

本
'
縁
取
紋
下
書
了
永
正
本
｣

を
作
成
し
た
も
の
と
考
察
す
る
｡

後
書
に
あ
る
､
別
筆

｢又
ト

下
書
永
正
本
｣
に
よ
る
イ
本
と
の
校
合
と
又
別
筆

｢諸

種
佐
々
木
本
｣

の
加
筆
は
後
代
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
｡

一27-



こ
こ
に
'
｢古
静
嘉
堂
本
'
填
塁
紋
下
書
了
永
正
本
｣
も
ま
た
同
時
に
親
世
の
作
で

あ
る
可
能
性
を
提
示
し
た
い
｡

何
と
な
れ
ば
､
両
本
と
も
に
へ
初
め
て
同

1
の
変
佐
々
木
紋
順
を
誤
っ
て
用
い
'
初

め
て
雌
番
諏
万
を

｢獅
子
牡
丹
紋
｣
と
す
る
誤
写
を
冒
す

｢墳
墓
紋
帳
｣

･
｢縁
取
紋

帳
｣
と
な

っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
'
｢填
墨
紋
帳
｣
か
ら

｢縁
取
紋
帳
L

へ
及
ぴ
古
塾

｢黒
前
席
羽
紋
｣
か
ら
江
戸
型

｢三
線
縞
鷹
羽
紋
｣

へ
の
転
換
が
戦
国
末

期
か
ら
江
戸

初
期
に

一
斉
に
出
現
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
が
'
親
世
在
世
の
永
禄
年
間
の
頃
へ
両

画
法
を
対
校
で
き
る
両
本
を
作
成
し
た
人
物
が
い
た
と
推
察
す
る
事
が
至
当
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
｡

9
本
雌
川
本
は
'
文
化
十

1
年

一
八

1
四

鳥
居
吉
武
の
写
本
に
な
る
も
の
で
､
蜂

川
観
世
古
本
に

｢イ
本
｣
と
の
校
合
そ
の
他
の
注
釈
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
､
｢紋
本

文

(古
蛙
川
本
)｣
の
初
期
の
形
を
伝
え
て
い
る
と
考
察
す
る
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

下
書
了

又

一
本

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

下
書

私
考
足
利
将
軍
義
ヂ
時
代
也

古
筆
本
こ
云

天
文
八
年
卯
月
十
九
日

佐
々
木
秀
勝

抑
此
東
山
殿
御
時
代
見
聞
之
紋
本
文
蟻
川
大
和
守
宮
道
親
世
本
也
｣

(蟻
川
宮
道
家
に
つ
い
て
'
宝
歴
四
甲
成
年

1
七
五
凹

初
夏
親
豊
親
文
'
寛
政
五

突
丑
年

1
七
九
三

八
月
親
常
の
ほ
か
へ
寛
政
十
二
牛

山
八
〇
〇
八
月
間
惟
文
化
十

一
年

一
八

一
四

鳥
居
吉
武
な
ど
の
写
本
記
事
が
あ
る
)

10
本

[標
題
]
｢紋
蓋

｣｡
[内
題
]

ナ
シ
｡
｢
青
陵
部
自
石
本
｣

国
会
図
書

館

本

｢標

題
｣
｢見
聞
諸
家
紋
｣｡
[内
題
]
｢紋
蓋
｣

｡

｢N

o,W
L

9
4

･

5

Jo

[特
記
]

①

元
禄
十

1
年

l
六
九
八

頃
'
新
居
白
石
の
写
本
で
あ
る
｡

[図
-

6
]

｢自
石
本
L

冒
頭
様
式

1

..

一

:;
;.

t持

::_:;

.-

1
●
J
山
～_
い
･q
▲

▼tSLt

で
相
ェ
;
Je
J
■

I
T

冒
頭
様
式
は
t

O
｢新
将
軍
家
二
枚
型
｣
で
紋
名
は
全
-
空
欄
の
ま
ま
'
次
い
で

〇

一

｢改
定
口
型
由
緒
｣
に

｢故
当
家
御
紋
五
七
桐
二
引
両
云
々
｣
の
13
字
が
続
き
､
｢解

28

説
｣
は
無
い
｡

l

武
田
氏
紋
に
は
'
5
番
桧
皮
菱
の
み
で
武
田
菱
は
無
-
'
｢解
説
｣
が
付
-
0

②

10
本
は
'
8
本

｢静
嘉
堂
本
｣
に
対
し
て
5
番
桧
皮
菱
1-5
番
岩
田
の
二
枚
が
加
わ

-
､
総
紋
数
剃
紋
と
な
る
.

紋
順
は

｢蛙
川
本
紋
順
｣
で
あ
る
｡

③
⑥
蓋

は
9
本
と
同

1
で
あ
る
.

④

｢菊
紋
｣
は
15
か
ら
12
弁
で
大
河
戸
氏
の
1-9
番

｢菊
紋
｣
は
全
-
古
型
を
失

っ
て

い
る
｡

⑨

標
題
に

｢見
聞
諸
家
紋
｣

の
名
を
欠
き
'
｢紋
蓋
｣
を
標
題
と
L
t
｢将
軍
家
二

枚
｣
に
紋
名
を
全
-
記
載
し
な

い
な
ど
'
冒
頭
様
式
は
意
外
に
見
え
る
唯

一
の
紋
帳
と

言
え
る
｡
し
か
し
'
白
石
の
博
識
を
考
慮
す
れ
ば
､
経
見
し
た

｢諸
家
紋
蓋

(紋
蓋
と



は
当
時
紋
帳
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
)
匝
凋
神
勅
｣
の
冒
頭
様
式
に
は
'
6
本

｢神

宮
本
｣
｢特
記
｣
①
に
記
述
の
通
-
'
錯
誤
が
あ
る
と
判
断
し
て
納
得
で
き
ず
に
'
｢見

聞
諸
家
紋
｣
の
名
を
用
い
ず

｢紋
蓋
｣
の
名
を
用
い
へ
｢将
軍
家
二
枚
｣
に
紋
名
を
書

か
な
い
新
形
式
を
提
案
し
た
事
が
考
え
ら
れ
る
｡

白
石
の
経
見
し
た

｢諸
家
紋
蓋
立
雪
斉
蔵
｣
は
､
1-6
番
諏
方
の
誤
紋
を
採
録
し
て
い

る
か
ら
'
｢古
静
嘉
堂
本
｣
｢盲
爆
川
本
｣
の
二
本
で
あ
る
'3
｢彰
考
館
本
｣
さ
え
見
て

お
れ
ば
'
捕
番
諏
方
神
家
の

｢三
つ
葉
梶
紋
｣
を
知
ら
ぬ
筈
は
な
-
､
1-5
番
多
田
と
書

き
分
け
誤
-
を
冒
す
事
は
な
か
っ
た
と
考
察
す
る
｡

[後
書
]
｢永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日
於
立
雪
斉
書
了
源
君
美

(新
居
白
石
)

写

角
印
｣

(実
は
二
百
二
十
四
年
に
な
る
が
'
藤
国
が
享
保
十
九
年
に
写
本
し
た
と
の
意
で
あ

ろ
う
)

右
青
木
文
蔵
上
リ
コ
大
岡
越
前
守

上
ル
｣

27
本

[内
題
]
｢見
聞
諸
家
紋
｣
0

｢大
東
急
文
庫

享
保
十
九
年
写
本
｣っ

11
本
に
同
じ
｡

[特
記
]

12
本

[標
題
]
｢見
聞
諸
家
紋
㌔

[内
題
]
｢見
聞
諸
家
紋

｢書
陵
部

N
o
一9
4
4
8｣
･
2
0

8･6)｣

東
山
殿
時
代
諸
家
之
紋
帳
也

校
合
本
｣｡(松
岡
本
)

｢内
閣
文
庫

N
o
.吾
16
3

92･Tt57･7J

日
本

[標
題
]
｢室
町
殿
諸
士
之
紋

全

｣
｡

[内
題
]
｢見
聞
諸
家
紋
｣
｡

(享
保
19
年
本
)

[特
記
]

①

9
本
と
ほ
ぼ
同

一
で
あ
る
｡

2-1
枚

北
家
が
記
載
さ
れ
'
紋
順
は

｢蜂
川
本
紋
順
｣
で
あ
る
｡

②
③
⑥
⑦
⑧

9
本
に
同
じ
｡

④

｢菊
紋
｣
は
15
か
ら
12
弁
で
'
1-2
番
若
槻

㍑番
宇
津
木
は
16
弁
で
あ
る
が
'
大

河
戸
氏
の
1-9
番

｢菊
紋
｣
は
古
型
を
失

っ
て
い
る
｡

⑤

36
番
長
弥
の
画
型
は
異
で
あ
る
｡
1-5
番
多
田
を
捕
香
諏
方
と
し
て
誤
｡
｢牡
丹
｣

は

｢
一
書
三
花
｣
で
9
本
と
同

一
で
あ
る
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

享
保
十
九
年

(173
4
)
迄
二
百
九
四
年

藤
国

[特
記
]

①

全
体
に
9
本
と
同

一
で
あ
る
｡
｢初
期
型
解
説
｣
に
加
注
が
あ
る

｢加
注
解
説
｣

に
な
っ
て
い
る
｡
イ
本
佐
々
木
本
と
の
校
合
が
あ
る
｡

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

9
本
と
同

一
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
菊
紋
が
古
型
を
失
い
や
や
鬼
菊

に
な
る
｡

⑨

後
書
の

｢将
軍
義
澄
公
ノ
時
也
｣
は
'
｢将
軍
義
ヂ

(植
)
公
ノ
時
也
｣
の
誤
で

あ
る
｡｢右

稿
本
ノ
奥
書
ナ
リ
｣
と
あ
る
は
'
12
本
松
岡
本
に
写
本
原
本
の
あ
っ
た
事
を
述

べ
t
か
つ
'
そ
の
原
本
は

｢書
了
本
｣
と

｢下
書
本
｣
及
び

｢佐
々
木
本
｣
と
の
校
合

本
で
あ
る
事
が
分
か
る
｡

｢右
稿
本
｣
は
'
｢イ
本
｣
及
び

｢佐
々
木
本
｣
と
校
合
し
た
中
期
雌
川
本
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

イ

ニ

29



下
書永

正
七
年

ハ
百
五
代
後
柏
原
院
ノ
年
号
也
将
軍
義
澄
公
ノ
時
也

古
筆
本
二
云

天
文
八
年
卯
月
十
九
日

佐
々
木
秀
勝

判

足
利
将
軍
時
代
於
干
評
定
所
改
之
悉
次
第
不
同
書
顕
子
是
.

右
稿
本
ノ
奥
書
ナ
リ
｣

14
本

[標
題
]
ナ
シ
｡

[内
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣
｡

｢
群

書

類

従

巻
四
百

廿

四

武
家

部

廿

五
｣

(
類

従
本
)

[特
記
]

13
本

[標
題
]
｢

東

山

殿

紋
帳｣｡

｢
国
会
図
書

館

N
o
一
琵
･
5
J

[内
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

東

山

殿
時

代

諸
家
之
紋

帳

也

校

合
本
｣
｡

(東

山

殿
本
)

[特
記
]

①

12
本
と
同

一
｡
佐
々
木
本

･
イ
本
と
校
合
｡

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

は
9
本
と
同
じ
｡
た
だ
し
'
菊
は
古
型
を
全
-
失

っ
て
い
る
｡

⑨

｢古
屋
策
｣
｢故
椛
原
芳
楚
納
本
｣
｢東
京
図
書
館
戒
｣
の
戒
印
が
あ
る
｡

12
本

｢松
岡
本
｣
と
同

一
の
写
本
原
本
か
ら
の
写
本
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
12
本

｢松

岡
本
｣
は
校
合

･
後
書
と
も
に
書
き
落
と
し
が
無
-
13
本

｢東
山
殿
本
｣
よ
-
良
本
で

あ
り
'
同

一
内
容
で
あ
る
が
14
本

｢類
従
本
｣
よ
り
13
本

｢東
山
殿
本
｣
の
方
が
秀
作

で
あ
る
｡

光
敦
は
'
｢後
書
｣
の

｢将
軍
義
澄

(実
は
義
植
)
公
ノ
時
也
｣
の
誤
に
つ
い
て
詳

説
し
て
い
る
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

イ

ニ

下
書

永
正
七
年

ハ
百
五
代
後
柏
原
院
ノ
年
号
也
将
軍
義
澄
公
ノ
時
也

古
筆
本
二
云

天
文
八
年
卯
月
十
九
日

佐
々
木
秀
勝

判

文
化
六
年

()8
09)
九
月
下
旬

光
敦
写
｣

①

全
体
に
9
本
と
同

一
で
'
た
だ
し
54
番
神
保
が
写
本
さ
れ
て
い
な
い
｡

佐
々
木

本

･
イ
本
と
校
合
｡

｢加
注
解
説
｣
の
注
を
文
中
に
加
え
て
97
文
字
の
解
説
と
し
た

｢改
定
解
説
｣
で
あ
る
｡

土
岐
氏

･
武
田
氏
も
同
じ
-

｢改
定
解
説
｣
と
な

っ
て
い
る
っ

②

2-0
枚

3-5
家
を
記
載
し
'
紋
順
は

｢蝿
川
本
紋
順
｣
に
1-7
番
以
前
に
数
枚
の
誤
綴

が
あ
る
｡
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

は
9
本
に
同
じ
｡
た
だ
し
'
菊
は
古
型
を
全
-
失

っ
て
い

る
｡

⑨

校
合
本
は
'
校
合
部
分
を
朱
筆
と
す
る
こ
と
を
例
と
す
る
が
'
｢類
従
本
｣
は
墨

で
あ
る
｡

後
書
に

｢佐
々
木
本
及
び
松
岡
辰
方
本
と
校
合
を
畢
る
｣
の
説
明
が
あ
る
が
'
12
本

-301

｢松
岡
辰
方
本
｣
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
12
本

｢松
岡
本
｣
の

｢本
云

永

正

七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

イ
ニ
下
書
｣
が
欠
落
し
'
校
合
畢
る
と

も
言
え
な
い

｢
可
｣
本
で
あ
る
｡

[後
書
]

｢足
利
将
軍
時
代
於
干
評
定
所
改
之
悉
次
第
不
同
書
顕
子
是

佐
々
木
本
奥
書

天
文
八
年
卯
月
十
九
日

佐
々
木
秀
勝

判

右
諸
家
紋
帳
以
佐
々
木
本
及
松
岡
辰
方
本
校
合
畢
｣

[註
]

｢公
文
書
館
｣
｢国
会
図
書
館
｣
｢
｢慶
応
大
学
斯
道
文
庫
｣
｢無
窮
会
図
書

館
｣
｢静
嘉
堂
文
庫
｣
に
'
｢群
書
類
従

巻
四
百
廿
四

武
家
部
廿
五

見
聞
諸
家

紋
｣
の
版
本
が
あ
る
｡



15
本

[標
題
]
｢
諸

家

紋

帳

全
｣

｡

[内
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣
｡

｢
岩

瀬

文

庫

N
o
.
44

2

4

9
･

9
8

･

4

0

｣

(
岩

瀬

聞

本

)

類
従
巻
四
百
二
十
四
｣

[特
記
]

①

9
本
と
ほ
ぼ
同

一
で
あ
る
｡
但
し
'
後
書
に

｢以
佐
々
木
本
松
岡
辰
方
本
校
合
｣

と
あ
る
が
'
｢佐
々
木
本
｣
と
ど
う
校
合
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
｡

他
の
校
合
本
に
は

対
比
紋
が
あ
る
O

冒
頭
様
式
は
'

O
｢新
将
軍
家
二
枚
型
｣
の
下
欄
に

O
｢初
期
型
解
説
｣
が
書
か
れ
'

続
い
て

O
｢改
定
口
型
由
緒
｣
が
続
-
｡

②

謝
紋

誠
家
が
記
載
さ
れ
'
欠
紋
は
2
番
当
家
惣
御
杖

5
番
武
田
菱
'
欠
名
は
1

番
二
引
両
2
番
当
家
惣
御
紋
3
番
御
杖
44
番
杏
葉
紋
湖
番
所
疋
で
あ
る
｡

紋
順
は
独
特
で

｢昌
平
本
紋
服
｣
と
す
る
｡

③
⑥
⑧

は
9
本
に
同
じ
｡

④

｢菊
紋
｣
は
15
か
ら
12
弁
で
'
1-2
番
若
槻

Ns3番
宇
津
木
は
16
弁
で
あ
る
｡
古
型
を

失
う
｡

⑤

36
番
長
弥
の
画
型
は
異
で
あ
る
｡
1-5
番
多
田
を

捕番
諏
方
と
し
て
誤
｡
｢獅
子
牡

丹
紋
｣
は
10
本
に
同
じ
で
あ
る
｡

⑦

｢
五
七
桐
｣
｡

⑨

岩
瀬
文
庫
の
蔵
印
が
あ
る
｡
内
容
と
後
書
と
が
会
わ
な
い
が
'
良
い
写
本
で
あ
る
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

佐
々
木
本
奥
書

天
文
八
年
卯
月
十
九
日

佐
々
木
秀
勝

判

足
利
将
軍
時
代
於
子
評
定
所
改
之
悉
次
第
不
同
書
顕
子
是
丙
子

(
沖
J
E
+
吊
命

1846
?
)
秋
口
八
月
望

以
佐
々
木
本
松
岡
辰
方
本
校
子
竹
亭
清
処
□
見
群
書

16
本

[標
題
]
｢見
聞
諸
家
紋
｣
｡

｢内
閣
文
庫

N
o
,き
2
3
2

8
テ
l
⊥

5
7

･
2
3

8
｣

(田
中
本
)

[特
記
]

①

全
体
と
し
て
'
三
本
と
ほ
ぼ
同

一
で
あ
る
｡

②

御
杖

北
家
が
記
載
さ
れ
'
紋
順
は

｢昌
平
本
紋
順
｣
で
あ
る
｡

③
⑤
⑥
⑦
⑧

前
本
15
本
と
同
じ
｡

④

｢菊
紋
｣
は
15
か
ら
12
弁
で
､
1-2
番
若
槻
は
16
弁
で
あ
る
｡
1-9
番
大
河
戸
氏
の

｢菊
紋
｣
は
全
-
古
型
を
失

っ
て
い
る
｡

⑨

昌
平
坂
学
問
所

･
浅
草
文
庫

･
日
本
政
府
図
書
の
の
蔵
印
が
あ
る
｡
番
号
は
'

2
3
2

8
4
･62･9
･
1

か
ら
2
3
2

84
･)･457･
7
.
台
2
3
2

8
4
･7
457･
2
3

8
に
替
わ

っ
て
い
る
｡

良
い
写
本
で
あ
る
｡

[後
書
]
｢本
云

永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

昌
平
坂

文
政
丙
成
九
年

182
6
の
印

田
中
文
三
郎
戒

(文
政
九
年
は
写
本
の
年
で
は
な
-
'
昌
平
坂
に
蔵
本
の
年
で
あ

る
)｣

3 1

17
本

[標
題
]
｢
安
斉

叢

書

四
｣
｡

[内
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣

｡

｢

つ
-
ば

大

Z
〇
一

＼
U

N

?

-｣

(安
斉

叢

書

四
)

[特
記
]



①

イ
本
系
の
紋
帳
で
あ
る
｡

冒
頭
様
式
は
'
･〇
｢新
将
軍
家
二
枚
型
｣
の
下
欄
に

｢
源
姓

八
幡
太
郎

童
名
不
動
丸
或
源
太
従
四
位
下
陸
奥
寺

号
金
迦
羅
殿

寺
府
将
軍
｣

に
始
ま
り
'

｢
･
･
･
勅
命
五
七
桐
紋
免
許
故
当
家
御
紋
五
七
桐
二
引
両
云
々
｣

に
終
わ
る
九
四
文
字
の

O
｢改
定
解
説
｣
が
書
か
れ
'
続
い
て
次
の

O
｢新
型
由
緒
｣
が

読
-
｡｢桐

者
根
本
安
倍
家
之
紋
也
而
以
後
御
上
洛
之
時
依
被
望
申
下
賜
此
桐
紋
｣

｢解
説
｣
に
書
か
れ
て
い
て
重
複
す
る
部
分
を
簡
素
化
し
て
合
理
的
で
あ
る
｡

[図
-
7
]

｢
イ
本
系
｣
冒
頭
様
式

!=-

･･1

Il

k

--

r･～
-

･r;.f

碧

うtY

<
f
I
t

.f
q'
1
..TTr言
,
i

㊥

F
.....

寸
Y
･:+
モ
一

缶
叩
･py
叫千

仏
+
1

札

イー
1
.
～(カ
.Tt
T一
丁
一一:
_
,Jt
･T
ミ

リ･

仲
之

Tfl
+
.t
も
.
す
べ.I-屯
吋
.>
キ

ー

11

亀
<
F
･d
l
t
正
札.i
"12
1Tt
斗P･

■

エイユ
キ
も
ふ
･･れ
4

'
l
丸
T
.丁†
†

:J
fj:
蘭

.
闇
.li
虹

し
か
し
､
安
倍
氏
が
古
-
か
ら
の

｢
T
字
尊
称
家
｣
で
あ
る
事
と
'
｢見
聞
諸
家
紋
｣

の
形
式
は

｢古
型
由
緒
｣
を
元
に

｢解
説
｣
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
事
が
忘
れ
ら
れ

た
結
果
と
推
察
す
る
｡

②

2-1
枚

訓
家
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
､
第
十
七
帳
目
表
に
あ
る

1-0番
能
勢

1-1番
田

村
1-8
番
美
馬
-
1-1
番
越
智
の
6
枚
の
下
に
紋
家
名
を
記
載
し
て
い
な
い
｡

｢蛤
川
本
紋
順
｣
の
1-7
番
以
前
に
数
枚
の
誤
綴
が
あ
る
が
'
同
様
の
紋
順
本
が
あ
る

の
で

｢安
斉
本
紋
順
｣
と
す
る
｡

③
④
⑦
⑧

は
9
本
に
同
じ
｡

⑤

36
番
長
弥
の
画
型
は
正
で
あ
る
o
｢獅
子
牡
丹
｣
を

捕番
諏
方
と
し
て
誤
｡
崩
し

｢獅
子
牡
丹
｣
で

｢牡
丹
｣
は

｢無
膏
三
花
｣
で
あ
る
｡

⑥

｢杏
葉
紋
｣
は
形
式
化
さ
れ
た
江
戸
時
代
型
で
あ
る
が
'
｢鷹
羽
紋
｣
は
2-8

番
中

村

m番
田
村
-
1-8
番
美
馬
は
古
型

｢黒
縞
｣
で
あ
り
､
他
は
江
戸
型

｢
三
線
縞
｣
と

な

っ
て
お
-
'
他
の

｢イ
本
｣
校
合
紋
帳
の
校
合

｢鷹
羽
紋
｣
と
同

一
で
あ
る
｡

⑨

｢後
書
｣
に

｢永
正
七
年
云
々
｣
が
な
-

｢云
々
足
利
将
軍
義
軍
時
代
｣
か
ら
書

か
れ
て
い
る
が
'
校
合
紋
帳
に

｢
イ
に
下
書
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
イ
本
系
は
そ

の
前
行
に

｢永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

下
書
｣
の

一
行
が
あ

っ
た
筈

で
あ
る
｡

そ
の

｢
下
書
｣
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
'
写
本
者
刑
部
が

｢下
書
｣
を

｢
し
た
が

き
｣
と
読
み
'
そ
の
文
字
を
嫌

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

26
本
山
人
本
も
の
に
は
正
し
-

｢
下
書
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡

24
本
革
器
考
本
に
は

｢書
了
｣
と
あ
る
が
'
｢
下
書
｣
で
あ

っ
た
も
の
を
嫌

っ
て

｢書
了
｣
と
し
た
疑
い
が
あ
る
｡

[後
書
]
｢布
引
雪
斉
云
足
利
将
軍
義
軍
時
代

天
明
八
年

】7
8
8
戊
申
十
月
十
八
日

刑
部
源
左
相
子

(写
本
し
た

の
意
で
あ
ろ
う
)

-32-
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｡
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[特
記
]

18
-
21
本
の
安
斎
本
は
'
｢布
引
雪
斉
云
足
利
将
軍
義
軍
時
代

天
明
八
年
戊
申
十

月
十
八
日
刑
部
源
左
精
子
｣
の
後
書
が
付
き
､
写
本
者
の
筆
致
の
違
い
は
あ
る
が
'
第

十
七
帳
目
表
に
あ
る
6
枚
の
下
に
紋
家
名
を
記
載
し
て
い
な
い
所
ま
で
17
本
と
全
-
の

同

7
本
で
あ
る
｡

所
が
'
｢右
の
諸
家
紋
帳

一
冊
は
永
正
に
記
す
る
と
こ
ろ
相
違
之
な
-

･
･
･
此
書

は
以
て
珍
重
す
べ
き
也
｣
と
貞
丈
が
添
書
し
た
25
本
山
人
本
を
写
本
採
録
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
｡

室
町
幕
府
政
所
執
事
伊
勢
貞
親
の
十

一
代
の
孫
'
｢神
風
安
斉
叢
書
｣
の
編
者
伊
勢

平
蔵
貞
丈
は
'
何
故

｢右
諸
家
紋
帳

一
冊
者
永
正
所
記
相
違
無
之
｣
と
判
定
し
た
本
を

採
録
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡

案
ず
る
に
'
貞
丈
の
添
書
が
事
実
な
ら
ば
'
伊
勢
家
に
は

｢見
葦
諸
家
文
｣
に
関
す

る
言
い
伝
え
が
全
-
残

っ
て
い
な
か
っ
た
事
に
な
る
｡

[特
記
]

①

17
本
に
ほ
ぼ
同
じ
｡
た
だ
し
'
2
'
謝

番
大
河
戸
汎
番
石
井
を
記
載
し
て
い
な

'

0

-
V②

湖
紋

3-4
家
の
記
載
に
な
る
｡
｢安
斉
本
紋
順
｣
で
あ
る
O

③
墓

は
17
本
に
同
じ
o

④

｢菊
紋
｣

は

｢鬼
菊
｣
と
な
り
15
か
ら
12
弁
で
'
112
番
若
槻
は
16
弁
で
あ
る
｡
古

型
を
失
う
｡

⑤

36
番
長
弥
の
画
型
は
正
｡
1-5
番
多
田
を
捕
番
諏
方
と
し
て
誤
｡
｢獅
子
牡
丹
｣

は

7
本
崩
し
の
画
型
で
､
｢牡
丹
｣

は

｢無
膏
三
花
｣
で
あ
る
｡

⑥

17
本
に
異
な
る
点
は
'
｢鷹
羽
紋
｣
の
218
番
中
村
の
み
江
戸
型
に
変
わ
る
｡

⑨

大
尾
の
写
本
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
大
尾
は

｢神
風
安
斉
叢
書

二
四
｣
の
表
紙

に
も
署
名
を
残
し
て
い
る
｡

[後
書
]

に

｢永
正
七
年
云
々
｣
が
な
-

｢足
利
将
軍
時
代
於
子
評
定
所
改
之

云
々
｣
と
書
か
れ
て
い
る
が
､
イ
本
系
は

｢於
立
雪
斉
下
書
｣
で
あ
る
か
ら
'
写
本
著

大
尾
は

｢下
書
｣
を

｢し
た
が
き
｣
と
読
み

｢下
書
｣
の
文
字
を
嫌
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
｡

24
本
に
同
じ
事
が
言
え
る
｡

｢国
書
総
目
録
｣
な
ど
に
未
記
載
の

｢見
聞
諸
家
紋
｣
で
あ
る
｡

[後
書
]
｢足
利
将
軍
時
代
於
干
評
定
所
改
之

悉
次
第
不
同

書
顕
子
是

- 3 3 -

見
聞
諸
家
紋

大
尾

｣

23
本

[標
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣
｡

22
本

[標
題
]
｢玉
簾
｣
｡

[内
題
]
｢見
聞
諸
家
紋

全
｣
｡

｢無
窮
会
図
書
館

N
o
9
-

乙
･13390｣

(大
尾
本
)

[内
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣
｡

｢
書

陵

部

N
o,8

1
2
5
･
l
･
2
0
7
･
8
5
0

松
岡

文

庫

｣

(大
尾

松
岡

本

)



[特
記
]

①
-
⑧
は
22
本
に
同
じ
｡

⑨

｢後
書
｣
の

｢大
尾

松
岡
｣
の
意
は
'
大
尾
の
写
本

｢無
窮
会
図
書
館

大

尾
本
｣
を
松
岡
が
再
写
本
し
た
事
を
表
す
｡

[後
書
]
｢足
利
将
軍
時
代
於
干
評
定
所
改
之

悉
次
第
不
同

書
顕
子
是

25
本

[標
題
]
｢見
聞
諸
家
紋

完

｣
｡

[内
題
]
｢見
聞
諸
家
紋
㌦

｢国
会
図
書
館

N
o
.廿
28
8
.6
･3
J

(山
人
本
)

[特
記
]

見
聞
諸
家
紋

大
尾

松
岡
｣

24
本

[標

題

]

｢
見

聞

諸

家

紋

全
｣
｡

[内

題

]

｢
見

聞

諸

家

紋

｡

｢
内

閣

文

庫

N
o
一台

7

8

5

7

･

T

t

5
7
･
2
3
5
J

(
軍

器

考

本

)

[特
記
]

①
-
⑧

冒
頭
様
式

･
紋
順
な
ど
全
て
22
本
に
同
じ
｡
た
だ
し
'
44
番
杏
葉
紋
が
抜
紋

で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
2-0
枚

3-5
家
の
記
載
に
な
る
｡
捕
番
諏
方
の

｢獅
子
牡
丹
｣
は

独
特
な
画
型
で
'
｢牡
丹
｣
は

｢無
菅
三
花
｣
で
あ
る
｡

⑥

22
本
に
異
な
る
点
は
'
｢鷹
羽
紋
｣
が
全
て
江
戸
型
に
変
わ
る
｡

⑨

｢後
書
｣
に

｢此
書
軍
器
考
之
序
目
之
内
引
用
｣
と
あ
る
が
'
こ
こ
に
言
う

｢軍

器
考
｣
が
宝
永
七
年

)7
09
に
新
井
君
美
白
石
が
著
し
た

｢本
朝
軍
器
考
｣
で
あ
る
な

ら
ば
'
こ
の
よ
う
に
新
式
の
内
容
に
な
っ
て
い
る

｢見
聞
諸
家
紋
｣
を
白
石
が
見
た
か

ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
｡

理
由
は
10
本

｢自
石
本
｣
の
項
で
述
べ
て
い
る
｡

17
本
以
降
イ
本
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
は
'
｢後
書
｣
に

｢云
々
足
利
将
軍
義
ヂ
時
代
｣

と
書
い
て
'
｢下
書
｣
の
文
字
を
嫌
っ
て
い
る
が
'
同
じ
発
想
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
｡

26
本
無
窮
会
聞
本
に
も
本
来
は

｢
下
書
｣
と
書
か
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
｡

[後
書
]
｢永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

此
書
軍
器
考
之
序
目
之
内
引
用
｣

①

24
本
に
ほ
ぼ
同
じ
0
2-1
紋

服
家
が
記
載
さ
れ
る
O
｢安
斉
本
紋
順
｣
で
あ
る
｡

②

24
本
に
同
じ
O
た
だ
し
'
貞
丈
記
文
原
本
か
ら
文
政
八
年
-82
5

に
間
鐘
山
人
が
写

本
す
る
に
際
し
て
'
加
筆
訂
正
し
た
紋
帳
で
あ
る
｡

③
⑥
⑦
⑧

は
24
本
に
同
じ
｡

④

｢菊
紋
｣
は
15
か
ら
12
弁
で
'
1-2
番
若
槻

2-2番
宇
津
木
は
16
弁
で
あ
る
｡
古
型

を
失
う
｡

⑤

36
番
長
弥
の
画
型
は
正
で
あ
る
o

捕
番
諏
方
と
し
て
い
る
誤
紋
の

｢獅
子
牡
丹
｣

は
一七
本
を
明
瞭
に
し
た
画
型
で
'
｢牡
丹
｣
は

｢無
曹
三
花
｣
で
あ
る
｡

⑨

後
書
の
伊
勢
平
蔵
貞
丈
の
記
文
は
'
｢見
聞
諸
家
紋
｣
群
の
系
譜
上
'
貞
丈
の
誤

認
で
あ
る
｡

貞
丈
が
記
文
し
た
紋
帳
が
25
本
の
古
山
人
本
で
あ
る
イ
本
の
直
写
本
で
あ
っ
た
場
合

は
'
貞
丈
は
誤
認
す
る
で
あ
ろ
う
｡

何
と
な
れ
ば
'
｢安
斉

･
神
風
両
叢
書
｣
の
内
容
か
ら
貞
丈
が

｢見
茸
諸
家
文
｣

･

下
書
了
系
及
び
書
了
系

｢見
聞
諸
家
紋
｣
を
全
-
見
て
い
な
い
と
思
考
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
｡

し
か
し
'
25
本
が
伊
勢
平
蔵
貞
丈
の
編
集
し
た

｢安
斉

･
神
風
両
叢
書
｣
に
採
録
さ

れ
て
い
な
い
事
と
合
わ
せ
て
'
貞
丈
が
記
文
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
を
目玉
す
る

も
の
で
あ
る
｡

又
'
｢永
正
七
年

-540者
去
安
永
九
年

47
80

二
百
七
十
年
也
｣
な
る
を
誤
っ
て
い

る
｡
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[後
書
]
｢永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

下
書

私
考
足
利
将
軍
義
軍
時
代
也

右
諸
家
紋
帳

一
冊
者
永
正
所
記
相
違
無
之
尤
可
引
拠
者
永
正
七
年
者
去
今
年
二
百
六

十
六
年
也
菖
記
伝
及
今
日
幸
甚
無
過
之
誠
可
喜
武
家
故
実
書
尤
稀
此
書
以
可
珍
重
也

安
永
九
庚
子
年

17
80

正
月
三
日

余
所
記
四
季
州
尤
所
引
此
諸
家
紋
帳
也

伊
勢
平
蔵
貞
丈
記

文
政
八

↑∞
N
∽
乙
酉
年
正
月
十
三
日
写
之

間
鐘
山
人
行
年
五
十

八
歳

佐
々
木
本
奥
書

天
文
八
年
卯
月
十
九
日

佐
々
木
秀
勝

判

｣

28
本

[標
題
]
｢見
聞
諸
家
紋
｣
｡
(内
田
本
)

未
見

｢
島
根
大
学

図
書

館
｣

あ
わ
り
に

26
本

[標
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

｣
｡

[内
題
]
｢
見

聞

諸

家

紋

全
｡

｢
無

窮
会

図
書
館

N

o

2
二

･

両

･
9

4

0
8
]
J

(無

窮

会

聞
本

)

[特
記
]

①
-
⑧

冒
頭
様
式

･
紋
順
な
ど
全
て
二
H
本
に
同
じ
｡

⑨

26
本
の
写
本
年
は
天
保
八
年
48
3
7
で
最
も
新
し
い
部
類
に
属
す
る
｡
画
型
内
容
後

苦
は
請
書
を
播
き
最
良
の
も
の
を
採
録
し
た
と
判
定
で
き
る
｡
イ
本
系

｢見
聞
諸
家

紋
｣
の
中
で
'
最
も
画
型
が
秀
t
か
つ
'
佐
々
木
本
イ
本
と
の
校
合
が
最
も
詳
細
で
あ

る
｡

｢於
立
雪
斉
書
了
｣
は
'
本
来
は

｢於
立
雪
斉
下
書
｣
で
あ
る
｡

[後
苦
]
｢永
正
七
年
庚
午
三
月
十
七
日

於
立
雪
斉

書
了

立
雪
斉

ハ
安
芸
毛
利
家
人
繁
揮
氏
也
昔
時
ノ
故
実
者
也

安
着
随
筆

永
正
七
年

ハ
後
柏
原
天
皇
御
代
義
軍
将
軍
再
任
在
世
之
内
也

天
保
八
年
-∞
い
り
丁
酉
七
月

写

塙
本
奥
書

足
利
将
軍
時
代
於
子
評
定
所
改
之
悉
次
第
不
同
書
顕
子
是

評
定

9
項
目
に
よ
る
判
定
は
'
｢系
譜
の
概
要
｣
の
通
り
で
あ
る
が
'
全
項
目
で
な

い
限
-
万
全
で
は
無
い
と
言
う
問
題
を
残
す
｡
統
計
学
で
は

｢信
頼
度
｣
の
計
算
を
行

う
が
'
本
判
定
は
数
値
に
よ
れ
な
か

っ
た
の
で
計
算
が
出
来
な
い
｡

｢信
頼
度
｣
は
'
80
%
の
時
に
事
象
を
よ
-
説
明
す
る
と
評
価
し
'
90
%
以
上
の
時

に
事
象
を
大
変
に
よ
-
説
明
す
る
と
評
価
す
る
｡

｢系
譜
の
概
要
｣
は
'
筆
者
の
経
験
上
の
勘
で
は
'
｢信
頼
度
｣
90
%
は
維
持
し
て

い
る
と
感
じ
て
い
る
｡

(あ
き
た

･
し
ろ
う

日
本
都
市
計
画
協
会
評
議
員
)
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